
は
じ
め
に

天
文
二
十
四
年
（
弘
治
元
・
一
五
五
五
）
九
月
、
近
江
国
に
あ
る
多
賀
社

（
多
賀
大
社
）
の
梵
鐘
一
口
が
不
動
院
祐
尊
ら
に
よ
り
鋳
造
さ
れ
た
。
こ
の

鋳
造
に
遡
る
こ
と
十
四
年
前
の
同
十
年
前
後
、
寺
社
造
営
の
勧
進
を
担
う
本

願
不
動
坊
（
不
動
院
）
が
多
賀
社
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
近
江
守
護
六
角

定
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
十
八
年
五
月
に
本
願
祐
尊
は
、
幕

府
の
体
制
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
い
た
将
軍
足
利
義
輝
と
共
に
本
山
派
の
立

て
直
し
を
図
る
聖
護
院
門
跡
道
増
の
取
次
で
、
後
奈
良
天
皇
の
勅
許
に
よ
り

上
人
号
を
得
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
諸
国
で
の
勧
進
は
、
天
皇
・
将
軍
・

聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
を
背
後
に
持
つ
活
動
と
な
っ
た
。
不
動
坊
は
同
二
十

年
頃
に
不
動
院
と
な
り
、
本
願
祐
尊
に
と
っ
て
、
上
人
号
獲
得
後
、
初
め
て

の
勧
進
活
動
に
よ
る
成
果
が
、
天
文
二
十
四
年
九
月
に
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘
だ

っ
た
。
こ
の
勧
進
活
動
は
、
犬
上
郡
の
総
鎮
守
と
い
う
多
賀
社
の
立
場
を
全

国
的
な
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
郡
内
の
奉
加
者
だ
け
で
な

く
、
近
江
国
内
、
さ
ら
に
は
他
国
か
ら
も
奉
加
者
を
出
し
た
。
こ
れ
は
、
六

角
氏
に
よ
り
組
織
化
さ
れ
た
勧
進
坊
主
（
六
角
系
の
同
宿
輩
、
坊
人
）
た
ち

に
と
っ
て
も
布
教
の
全
国
化
に
成
功
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
を
記

念
し
、
本
殿
前
に
梵
鐘
を
配
置
す
る
図
柄
を
持
つ
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
が
作

成
さ
れ
た
。
勧
進
坊
主
に
よ
る
布
教
・
勧
進
活
動
、
そ
し
て
全
国
の
奉
加
者

に
よ
り
事
業
を
完
遂
で
き
た
こ
と
を
本
願
祐
尊
は
、
自
ら
の
上
人
号
と
と
も

に
、
奉
加
者
、
勧
進
坊
主
の
名
を
梵
鐘
に
刻
む
こ
と
で
、
多
賀
信
仰
の
広
が

（
�
）

り
を
目
に
見
え
る
形
で
示
し
残
し
た
。

戦
国
期
近
江
多
賀
社
の
勧
進
と
奉
加
者

│
天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
の
研
究
（
二
）
│
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奉
加
者
の
筆
頭
は
近
江
の
尼
子
賢
誉
と
宗
心
の
二
人
の
尼
子
氏
で
あ
り
、

天
文
末
年
頃
の
近
江
尼
子
氏
の
勢
力
と
六
角
氏
、
多
賀
社
と
の
繋
が
り
が
窺

え
た
が
、
残
り
の
奉
加
者
の
検
討
が
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
一
九
八
五
年
に

滋
賀
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
際
の
解
説
に
は
、「
百
二
十
二
名

の
寄
進
者
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
、
奉
加

（
�
）

者
の
多
さ
が
特
徴
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
高
康
正
氏
は
、「
近
隣
の
諸
階

層
か
ら
勧
進
奉
加
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
賀
社
に
梵
鐘
を
奉
鋳
し
て
い

（
�
）

る
」
と
す
る
。
工
藤
克
洋
氏
は
、
梵
鐘
奉
加
者
に
つ
い
て
、（
一
）
勧
進
は

個
別
領
主
単
位
で
行
わ
れ
、（
二
）
河
内
守
護
被
官
の
安
見
宗
房
、
和
泉
守

護
代
松
浦
盛
、
山
城
土
豪
今
村
慶
満
の
名
が
あ
る
の
で
、「
不
動
院
が
当
時

威
勢
を
き
わ
め
た
新
興
の
武
士
を
勧
進
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
」
と

し
、（
三
）「
下
剋
上
で
成
り
上
が
っ
た
武
士
が
檀
那
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い

な
い
状
況
が
あ
り
、
そ
こ
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

（
�
）

し
た
。
た
だ
人
名
の
確
定
に
は
史
料
的
根
拠
を
示
さ
ず
、
一
部
の
分
析
に
と

ど
ま
り
、
奉
加
者
全
体
か
ら
導
か
れ
た
見
解
で
は
な
い
。
使
用
し
た
活
字

（
�
）

も
、
典
拠
を
明
示
し
な
い
が
、
一
九
八
三
年
刊
行
の
『
多
賀
大
社
叢
書
』
収

載
の
活
字
を
使
用
し
て
お
り
、
文
字
の
読
み
に
課
題
が
残
る
。

奉
加
者
は
、
多
賀
社
の
あ
る
近
江
国
を
中
心
に
、
北
は
能
登
国
、
東
は
武

蔵
国
、
西
は
出
雲
国
に
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
元
服
前
の
浅
井
長
政
の
名

や
、
河
内
の
有
力
者
安
見
宗
房
や
丹
下
盛
知
等
と
共
に
、
女
性
の
名
も
多
く

あ
る
。
梵
鐘
銘
か
ら
、
天
文
二
十
四
年
段
階
の
地
方
有
力
者
の
人
名
・
通
称

・
官
途
・
女
性
を
含
め
た
一
族
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
６
）

本
稿
で
は
、
先
稿
「
近
江
尼
子
氏
と
多
賀
社
本
願
不
動
院
」
に
掲
載
し
た

銘
文
翻
刻
に
基
づ
き
、
奉
加
者
に
つ
い
て
検
討
し
、
多
賀
社
梵
鐘
の
鋳
造
に

ど
の
よ
う
な
人
々
が
奉
加
を
行
い
、
地
域
的
な
特
徴
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
天
文
二
十
四
年
の
本
願
祐
尊
に
よ
る
勧
進
活
動

が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
章

奉
加
者
た
ち
の
顔
ぶ
れ

第
一
節

近
江
国
の
奉
加
者

│
│
多
賀
社
近
隣
と
湖
北
地
方
│
│

梵
鐘
鋳
造
に
か
か
る
奉
加
者
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
国
別
に
検

討
し
て
い
く
。
は
じ
め
に
多
賀
社
の
あ
る
近
江
国
か
ら
み
る
。
近
江
国
の
奉

加
者
は
、
大
き
く
二
つ
の
地
域
に
大
別
で
き
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
一
つ

は
、
多
賀
社
の
あ
る
犬
上
郡
を
中
心
と
す
る
者
達
で
、
尼
子
・
多
賀
・
高
宮

・
馬
場
・
河
瀬
の
各
氏
、
及
び
犬
上
郡
の
隣
り
愛
知
郡
の
目
賀
田
氏
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
多
賀
社
が
犬
上
郡
の
総
鎮
守
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
奉
加
と

（
�
）

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
近
江
国
内
の
奉
加
者
に
は
地
域
的
偏
り
が
あ
る
。

ど

ど

坂
田
郡
の
百
々
、
浅
井
郡
の
浅
井
・
浅
見
・
馬
場
、
伊
香
郡
の
井
口
各
氏

と
、
湖
北
地
方
に
限
定
さ
れ
、
湖
南
や
湖
西
地
方
か
ら
の
奉
加
者
は
皆
無
で

あ
る
。
天
文
十
九
年
か
ら
二
十
二
年
に
か
け
て
京
極
高
広
が
六
角
定
頼
に
反

旗
を
翻
し
た
こ
と
で
、
佐
和
山
城
、
次
い
で
太
尾
城
の
攻
防
と
な
り
、
浅
井

氏
を
は
じ
め
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
は
京
極
方
に
付
い
た
が
、
最
終
的
に

六
角
方
が
勝
利
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
湖
北
地
方
の
在
地
領
主
は
、
京
極
氏
で

（
�
）

は
な
く
六
角
氏
に
服
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
浅
井
久
政
の
子
猿
夜
叉
（
長

政
）
は
新
九
郎
賢
政
と
し
て
元
服
し
、
六
角
氏
被
官
平
井
定
武
の
娘
を
娶
る

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１１４）
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が
、
す
ぐ
に
離
縁
し
、
名
を
賢
政
か
ら
久
政
に
改
め
六
角
氏
と
決
別
し
た
の

が
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
多
賀
社
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ

れ
た
天
文
二
十
四
年
時
の
湖
北
地
方
の
武
士
は
、
六
角
氏
の
下
に
あ
っ
た
。

多
賀
社
の
あ
る
犬
上
郡
を
除
く
と
、
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
に
奉
加
者
が

限
定
さ
れ
る
の
は
、
新
た
に
六
角
氏
配
下
と
な
っ
た
湖
北
の
土
豪
・
地
侍
に

対
し
、
不
動
院
の
勧
進
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

尼
子
賢
誉
・
宗
心
に
次
い
で
記
さ
れ
る
「
多
賀
豊
後
守
」
は
、
天
文
三
年

末
に
京
極
高
広
方
か
ら
六
角
定
頼
方
へ
と
そ
の
立
場
を
変
え
た
こ
と
で
、
翌

四
年
一
月
に
犬
上
郡
下
之
郷
（
犬
上
郡
甲
良
町
下
之
郷
）
の
屋
敷
を
、
京
極

（
�
）

・
浅
井
方
に
襲
わ
れ
た
貞
隆
で
あ
る
。
多
賀
氏
は
、
京
極
高
光
の
弟
高
数
の

子
高
忠
が
多
賀
氏
を
称
し
た
後
、
代
々
、
豊
後
守
か
新
左
衛
門
尉
を
名
乗

（

）

り
、
下
之
郷
村
を
本
拠
と
し
た
。
下
之
郷
の
隣
は
尼
子
氏
の
拠
点
尼
子
郷
が

あ
る
。「
多
賀
与
九
郎
左
衛
門
」
や
「
多
賀
与
一
」
も
一
族
と
思
わ
れ
る
が

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（

）

「
高
宮
右
京
亮
豊
□
」
は
、「
証
如
上
人
日
記
」
天
文
二
十
三
年
三
月
八
日

条
に
み
え
る
本
願
寺
へ
馬
一

疋
進
上
し
た
「
高
宮
右
京

亮
」
と
考
え
ら
れ
る
。
次
行

に
「
高
宮
権
九
郎
」
と
あ
る

が
、『
多
賀
町
史
』
は
、
高

宮
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
高
宮

寺
の
過
去
帳
等
か
ら
、「
右

京
亮
」
は
元
亀
二
年
六
月
四

日
に
没
し
た
豊
宗
、
子
は（）

「
権
九
郎
宗
存
」
と
す
る
の

で
、
親
子
で
梵
鐘
奉
加
者
と

な
っ
て
い
た
。「
高
宮
新
右

衛
門
尉
」
は
、
永
禄
期
の
正（）

月
十
四
日
付
高
宮
宗
綱
書
状

の
差
出
「
高
宮
新
右
衛
門
宗

図 1 近江国の奉加者
（『滋賀県の地名』平凡社、1991年特別付録、「滋賀県全図」明治
17年（1884）製作、二十万分一図を縮小）
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綱
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。「
同
千
代
光
女
」「
同
大
一
坊
女
」
も
そ
の
一

族
の
女
性
と
み
ら
れ
る
。
高
宮
氏
は
犬
上
郡
高
宮
郷
（
彦
根
市
高
宮
）
の
土

豪
で
、
中
世
の
東
海
道
か
ら
多
賀
社
へ
の
参
詣
道
で
あ
る
多
賀
道
へ
分
岐
す

る
地
点
に
発
達
し
た
高
宮
宿
を
抱
え
、
天
文
十
三
年
に
は
連
歌
師
宗
牧
が
立

（

）

ち
寄
り
、
高
宮
氏
が
対
応
し
て
い
る
。

「
馬
場
若
狭
守
」
は
、
多
賀
社
近
隣
の
犬
上
郡
土
田
村
（
多
賀
町
土
田
）

に
住
ん
だ
土
豪
の
頼
忠
で
あ
る
。
子
の
宗
左
衛
門
頼
景
が
天
文
十
一
年
段
階

で
家
督
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
二
十
四
年
時
は
隠
居
の
身
で
は
な
い
か

（

）

と
考
え
ら
れ
る
。

「
片
岡
善
右
衛
門
尉
」
は
、
天
文
五
年
四
月
か
ら
同
八
年
十
二
月
ま
で

『
鹿
苑
日
録
』
に
見
え
る
「
片
岡
善
左
衛
門
」
の
後
裔
と
思
わ
れ
る
が
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。「
片
岡
善
左
衛
門
」
は
、
六
角
氏
と
相
国
寺
と
の
交
渉

（

）

役
を
務
め
て
い
た
。

「
浅
井
猿
夜
叉
」
は
、
後
の
浅
井
氏
当
主
の
長
政
の
こ
と
で
、「
猿
夜
叉
」

は
幼
名
、
天
文
二
十
四
年
時
は
一
一
歳
で
あ
る
。
こ
の
時
の
浅
井
氏
当
主
は

父
久
政
で
あ
る
が
、
奉
加
者
に
名
を
連
ね
て
い
な
い
。
長
政
の
祖
母
寿
松

（
亮
政
妻
）
が
近
江
尼
子
氏
出
身
で
、
天
文
二
十
四
年
時
存
命
で
あ
っ
た
こ

（

）

（

）

と
、
及
び
長
政
の
母
方
の
祖
父
で
あ
る
井
口
経
元
（
越
前
守
）
が
奉
加
者
の

一
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
元
服
前
の
「
猿
夜
叉
」
が
奉
加
者
と
な
っ
た

要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
多
賀
信
仰
の
神
徳
「
延
命
長
寿
」
を
、
孫
に
願
っ

て
名
を
連
ね
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。「
浅
井
周
勝
」「
浅
井
左
衛
門
大
夫
」

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

「
今
村
右
近
佐
」「
今
村
甚
二
郎
」
は
、
京
極
氏
に
古
く
か
ら
仕
え
る
「
根

（

）

本
被
官
」
の
今
村
氏
の
一
族
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

「
河
瀬
嶺
夜
叉
」「
河
瀬
□
松
女
」
の
河
瀬
氏
は
犬
上
郡
河
瀬
庄
（
彦
根

市
）
の
土
豪
で
、
南
北
朝
期
の
京
極
道
誉
書
状
に
は
、
多
賀
社
神
官
は
多
賀

（

）

氏
と
河
瀬
氏
が
務
め
た
と
あ
る
。「
嶺
夜
叉
」「
□
松
女
」
と
あ
る
の
で
、
河

瀬
氏
当
主
で
は
な
く
、
女
性
と
元
服
前
の
男
子
が
奉
加
者
だ
っ
た
。

「
狩
野
弥
一
」
は
、
一
族
と
思
わ
れ
る
狩
野
右
京
亮
吉
政
が
、
明
応
二
年

（
一
四
九
三
）
に
浅
井
郡
難
波
村
（
長
浜
市
び
わ
町
）
の
難
波
牛
頭
天
王

（

）

（
八
坂
神
社
）
へ
田
地
を
寄
進
し
て
お
り
、
永
禄
十
二
年
に
は
、
浅
井
氏
の

（

）

奉
行
衆
の
一
人
と
し
て
「
狩
野
上
野
守
助
光
」
が
い
る
の
で
、
浅
井
郡
難
波

村
か
そ
の
近
く
の
土
豪
で
、
永
禄
期
に
は
浅
井
氏
の
被
官
に
な
っ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
井
口
越
前
守
」
は
、
伊
香
郡
富
永
庄
井
口
郷
（
長
浜
市
高
月
町
井
口
）

を
拠
点
と
す
る
井
口
氏
の
当
主
経
元
の
こ
と
で
あ
る
。
経
元
の
娘
阿
古
は
、

（

）

浅
井
久
政
の
妻
と
な
っ
て
い
て
長
政
を
産
ん
だ
。
経
元
は
長
政
（
猿
夜
叉
）

の
祖
父
に
あ
た
る
。

「
横
関
妙
祐
」「
横
関
彦
助
」
は
、
犬
上
郡
甲
良
庄
内
に
横
関
の
地
名
（
犬

上
郡
甲
良
町
）
が
あ
る
の
で
、
こ
の
地
の
土
豪
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不

（

）

明
で
あ
る
。

「
浅
見
紀
伊
守
」
は
、『
菅
浦
文
書
』（
二
五
〇
号
）
の
天
文
十
五
年
六
月

十
五
日
付
「
蓮
花
会
入
目
日
記
」
に
酒
二
一
〇
文
を
出
し
た
「
浅
見
紀
伊

守
」
で
、
七
月
に
は
浅
井
大
和
守
や
浅
井
久
政
と
共
に
海
津
へ
出
陣
し
た

（

）

（
同
二
四
九
号
）。
こ
の
時
の
合
戦
は
三
六
〇
人
も
の
死
者
を
出
し
た
。
浅
見

氏
の
嫡
流
は
対
馬
守
を
名
乗
る
の
で
、
紀
伊
守
は
庶
子
と
推
察
さ
れ
る
。

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１１６）
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「
目
賀
田
次
郎
左
衛
門
尉
」
は
、
愛
智
郡
目
賀
田
（
愛
知
郡
愛
荘
町
）
を

拠
点
と
す
る
目
賀
田
氏
で
、
天
文
か
ら
永
禄
年
間
に
か
け
て
一
族
か
ら
六
角

氏
奉
行
人
を
輩
出
し
た
一
族
で
あ
る
。
天
文
二
十
一
〜
弘
治
三
年
（
一
五
五

（

）

二
│
一
五
五
七
）
間
と
推
定
さ
れ
る
六
角
義
賢
書
状
の
宛
所
は
「
目
賀
田
次

郎
左
衛
門
尉
」
で
、
奉
加
者
そ
の
人
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
で
は
、
六

角
氏
の
裁
定
を
「
愛
知
川
之
衆
」
に
申
し
聞
か
せ
る
よ
う
、
義
賢
が
「
目
賀

田
次
郎
左
衛
門
尉
」
へ
依
頼
し
て
お
り
、
六
角
氏
の
愛
知
郡
支
配
に
目
賀
田

（

）

氏
の
協
力
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

か
ど
ね

「
堀
遠
江
守
秀
治
」
は
坂
田
郡
箕
浦
庄
内
の
門
根
（
米
原
市
三
吉
）
の
土

か
ま
は

豪
で
、
詰
め
の
城
に
鎌
刃
城
（
番
場
村
）
を
持
ち
、
近
隣
の
柏
原
庄
へ
も
所

領
を
保
持
し
て
い
た
。
堀
氏
は
京
極
氏
の
被
官
で
あ
り
、
浅
井
氏
の
下
で
は

（

）

外
様
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

〔
日
カ
〕

「
百
々
越
前
守
□
佶
」
の
百
々
氏
は
、
坂
田
郡
小
野
庄
百
々
村
（
米
原
市

鳥
居
本
）
を
拠
点
す
る
一
族
で
、『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
』（
二
、
四
〇
二

頁
）
は
永
禄
期
に
「
百
々
内
蔵
助
」「
百
々
隠
岐
守
」
の
活
躍
を
記
す
が
、

「
越
前
守
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

第
二
節

東
海
・
北
陸
・
関
東
地
方
の
奉
加
者

う

じ

い

（
一
）
伊
勢
国

伊
勢
国
の
奉
加
者
は
、
安
濃
郡
の
雲
林
院
氏
を
除
け
ば
全

か
よ
う

て
北
伊
勢
の
在
地
領
主
で
あ
る
。
北
伊
勢
は
梅
戸
・
萱
生
・
羽
津
・
後
藤
・

山
路
・
神
戸
・
小
岐
須
の
各
氏
で
あ
る
。

「
梅
戸
加
賀
守
」
の
梅
戸
氏
は
員
弁
郡
内
の
国
人
で
、
右
京
亮
家
が
幕
府

番
衆
の
二
番
衆
と
な
る
一
族
で
あ
る
。
近
江
の
六
角
定
頼
の
弟
が
養
子
に
入

っ
た
関
係
で
、
天
文
年
間
前
期
に
六
角
氏
と
共
に
北
伊
勢
で
勢
力
の
拡
大
を

（

）

図
っ
た
。
六
角
氏
の
北
伊
勢
支
配
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
以
降
で
あ

る
が
、
定
頼
の
弟
の
梅
戸
高
実
（
治
部
少
輔
）
は
、
流
通
の
拠
点
桑
名
を
巡

り
長
野
氏
と
争
い
、
同
九
年
に
は
六
角
義
賢
が
北
伊
勢
へ
出
陣
し
勝
利
を
収

（

）

め
た
。
こ
の
時
の
六
角
定
頼
書
状
に
よ
れ
ば
、
千
草
城
（
三
重
郡
菰
野
町
）

へ
入
城
し
よ
う
と
し
た
朝
倉
氏
に
対
し
、
梅
戸
加
賀
守
・
大
木
賢
仲
が
攻
防

（

）

の
末
、
勝
利
し
て
入
城
し
て
い
る
。
梵
鐘
名
の
「
梅
戸
加
賀
守
」
は
こ
の
加

賀
守
で
梅
戸
一
族
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。

（
利
盛
）

「
神
戸
下
総
守
」「
神
戸
於
劫
女
」「
同
住
茶
々
女
」
の
神
戸
氏
は
、
河
曲

郡
神
戸
郷
（
鈴
鹿
市
神
戸
町
）
を
拠
点
と
す
る
有
力
者
で
、
天
文
二
十
年

（
一
五
五
一
）
に
神
戸
具
成
が
没
し
、
家
督
を
継
承
し
た
子
の
長
盛
も
翌
年

に
死
去
し
た
。
そ
の
た
め
長
盛
の
子
の
利
盛
（
下
総
守
）
が
跡
を
継
い
だ
。

利
盛
の
母
は
長
野
家
出
身
だ
っ
た
。
利
盛
は
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に

六
角
方
と
戦
い
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
三
二
歳
で
没
し
た
と
さ
れ

（

）る。
梵
鐘
寄
進
時
、
利
盛
は
二
八
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
太
田
監
物
」「
同
安
久
里
女
」「
山
路
玄
蕃
助
」「
同
橋
松
女
」
の
太
田
・

山
路
両
氏
に
つ
い
て
の
一
次
史
料
は
無
い
。
し
か
し
神
戸
良
政
が
著
し
、
寛

永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
紀
州
藩
主
徳
川
頼
宣
へ
献
上
し
た
「
勢
州
兵
乱

記
」（
改
定
史
籍
集
覧
二
五
）
に
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
時
の
神
戸

氏
旧
臣
の
大
将
に
「
太
田
監
物
」「
山
路
玄
蕃
允
」
が
い
る
の
で
神
戸
氏
被

官
と
推
察
さ
れ
る
。

「
後
藤
兵
部
少
輔
」
の
後
藤
氏
は
、
三
重
郡
の
采
女
城
（
四
日
市
市
采
女

町
）
を
居
城
と
し
た
と
伝
わ
り
、
十
六
世
紀
に
六
角
氏
の
北
伊
勢
進
出
に
あ

西 島 太 郎
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（

）

た
り
、
六
角
氏
被
官
と
な
り
、
勢
力
を
伸
ば
し
た
家
で
あ
る
。「
後
藤
兵
部

少
輔
」
は
、
こ
の
後
藤
氏
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。

「
羽
津
宗
持
」
の
羽
津
氏
は
、
朝
明
郡
の
羽
津
城
（
四
日
市
市
羽
津
山
町

・
城
山
町
）
を
拠
点
と
し
、
伊
勢
湾
を
望
む
海
陸
の
交
通
路
を
支
配
し
た
一

（

）

族
で
あ
る
が
、
戦
国
期
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
。

か
よ
う

「
萱
生
宗
明
」「
萱
生
見
清
女
」
の
萱
生
氏
は
、
朝
明
郡
の
萱
生
城
（
四
日

市
市
萱
生
町
）
を
拠
点
と
す
る
幕
府
番
衆
の
五
番
衆
の
家
で
あ
る
が
、
詳
細

（

）

は
不
明
で
あ
る
。

「
海
老
名
三
川
守
」
の
海
老
名
氏
は
、
信
濃
守
家
が
幕
府
番
衆
の
二
番
衆

に
所
属
す
る
家
で
あ
る
。
朝
明
郡
の
下
山
城
（
四
日
市
市
山
城
町
）
を
拠
点

（

）

に
し
た
と
さ
れ
る
。「
海
老
名

三
川
守
」
も
そ
の
一
族
と
考
え

ら
れ
る
。

「
雲
林
院
兵
部
少
輔
」「
雲
林

院
宗
二
郎
」「
同
阿
茶
女
」「
同

茶
智
女
」
の
雲
林
院
氏
は
、
長

野
一
族
の
有
力
者
で
、
安
濃
郡

雲
林
院
（
津
市
）
を
拠
点
と
す

る
。
天
文
八
年
四
月
に
若
王
子

領
窪
田
地
下
人
に
よ
る
幕
府
料

所
一
身
田
水
路
の
妨
害
を
停
止

す
る
よ
う
幕
府
か
ら
長
野
氏
と

共
に
命
じ
ら
れ
た
「
雲
林
院
兵

（

）

部
少
輔
」
が
い
る
。
ま
た
木
沢

長
政
の
「
出
国
」
を
沢
親
満
へ

伝
え
た
年
未
詳
八
月
三
日
付
雲

林
院
藤
長
書
状
に
「
雲
林
院
兵

部
少
輔
藤
長
」
と
あ
り
、「
兵

図 2 伊勢国の奉加者
（『三重県の地名』平凡社、1983年特別付録、「三重県全図」明治 17年（1884）
製作、二十万分一図を縮小）
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（

）

部
少
輔
」
は
藤
長
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
雲
林
院
宗
二
郎
」「
同

阿
茶
女
」「
同
茶
智
女
」
は
藤
長
の
一
族
で
あ
ろ
う
。

雲
林
院
氏
は
長
野
氏
の
一
族
で
あ
る
が
、
天
文
十
八
年
頃
、
長
野
氏
内
部

は
「
家
中
錯
乱
」
と
な
っ
て
い
て
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
に
は
北
畠
具

教
の
息
子
具
藤
が
養
子
と
な
り
長
野
氏
家
督
を
継
い
だ
と
さ
れ
る
。
同
七
年

に
は
、
勧
修
寺
尹
豊
が
雲
林
院
氏
と
長
野
氏
の
和
睦
の
た
め
下
向
し
て
い
る

の
で
、
両
者
は
対
立
状
態
に
あ
り
、
具
藤
の
家
督
継
承
に
絡
む
紛
争
と
考
え

（

）

ら
れ
て
い
る
。
長
ら
く
北
伊
勢
進
出
を
目
指
し
て
い
た
長
野
氏
で
あ
っ
た

が
、
天
文
九
年
に
六
角
義
賢
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
は
、
北
伊
勢
四
郡
（
員

（

）

弁
・
桑
名
・
朝
明
・
三
重
）
で
の
長
野
氏
の
活
動
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
長

野
氏
の
勢
力
が
衰
え
、
家
中
が
ま
と
ま
ら
ず
、
家
督
を
北
畠
氏
か
ら
迎
え
ざ

る
を
得
な
く
な
る
な
か
で
の
雲
林
院
の
梵
鐘
鋳
造
寄
進
だ
っ
た
。

「
小
岐
須
子
々
女
」
の
小
岐
須
氏
は
、
鈴
鹿
郡
の
小
岐
須
城
（
鈴
鹿
市
小

（

）

岐
須
町
）
を
拠
点
と
し
た
家
と
言
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
小
岐

（
ね
ね
）

須
氏
か
ら
は
男
性
で
な
く
、「
子
々
」
と
い
う
女
性
の
み
が
奉
加
者
と
な
っ

て
い
る
。

伊
勢
国
の
奉
加
者
は
、
近
江
六
角
氏
の
伊
勢
国
進
攻
に
よ
る
国
人
・
土
豪

・
地
侍
な
ど
六
角
氏
配
下
の
者
た
ち
が
中
心
で
あ
る
が
、
六
角
氏
と
対
立
し

た
長
野
氏
に
近
い
神
戸
氏
や
雲
林
院
氏
か
ら
も
奉
加
を
取
り
付
け
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

（
二
）
尾
張
国
・
能
登
国
「
尾
州
岩
倉
野
村
」
と
あ
る
尾
張
国
の
奉
加
者
の

野
村
氏
が
住
む
丹
羽
郡
岩
倉
（
愛
知
県
岩
倉
市
）
は
、
守
護
代
岩
倉
織
田
氏

お
よ
び
尾
張
に
お
け
る
上
四
郡
の
拠
点
で
あ
る
。「
能
州
七
尾
村
井
左
京
進
」

と
あ
る
能
登
国
の
奉
加
者
の
村
井
左
京
進
が
住
む
能
登
郡
七
尾
村
は
、
守
護

代
遊
佐
氏
配
下
の
守
護
所
で
あ
る
。
野
村
・
村
井
両
氏
共
に
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
不
動
院
の
勧
進
坊
主
が
北
陸
方
面
に
も
足
を
延
ば
し
、
地
域
の
中

核
と
な
る
都
市
的
な
場
所
に
も
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）
三
河
国

三
河
国
の
奉
加
者
は
奥
平
・
菅
沼
・
水
野
の
各
氏
が
い
る
。

奥
平
・
菅
沼
両
氏
と
も
奥
三
河
地
方
の
土
豪
で
あ
る
。「
奥
平
監
物
」
は
定

勝
の
こ
と
で
、
奥
平
氏
は
作
手
（
愛
知
県
新
城
市
）
を
拠
点
と
し
て
、
駿
河

・
遠
江
両
国
（
静
岡
県
）
を
支
配
す
る
今
川
氏
の
三
河
国
進
出
に
従
属
し

た
。
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
に
今
川
義
元
は
定
勝
へ
、
そ
の
所
領
や

（

）

親
類
・
被
官
・
百
姓
の
支
配
を
安
堵
し
て
い
る
。

定
勝
の
次
行
「
藤
川
久
兵
衛
尉
」
は
定
勝
の
弟
奥
平
貞
友
で
あ
る
。
天
文

十
六
年
八
月
二
十
五
日
付
今
川
義
元
判
物
写
は
額
田
郡
山
中
の
新
知
行
を
安

堵
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
連
名
の
宛
名
は
「
作
手
仙
千
代
」「
藤
河
久

兵
衛
尉
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
作
手
」
の
奥
平
仙
千
代
と
「
藤
河
」
に
い
る
奥

平
久
兵
衛
尉
を
指
す
。
仙
千
代
は
貞
勝
の
嫡
子
定
能
、
久
兵
衛
尉
は
弟
貞
友

で
あ
る
。
奥
平
氏
が
額
田
郡
藤
川
（
岡
崎
市
藤
川
町
）
ま
で
進
出
し
、
貞
友

（

）

が
居
住
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
翌
弘
治
二
年

（
一
五
五
六
）
春
に
は
、
今
川
氏
に
従
属
す
る
定
勝
に
対
し
、
定
勝
の
子
の

（

）

定
能
や
弟
の
貞
友
ら
が
反
今
川
方
と
し
て
反
逆
し
鎮
圧
さ
れ
て
お
り
、
定
勝

と
子
の
定
能
、
弟
の
貞
友
の
三
者
が
共
に
今
川
方
と
し
て
歩
調
を
合
わ
せ
て

い
た
時
期
の
寄
進
で
あ
っ
た
。

菅
沼
氏
の
惣
領
家
は
田
峯
の
定
継
（
大
膳
亮
）
で
あ
り
、
そ
の
一
門
と
考

え
ら
れ
る
の
が
梵
鐘
銘
の
「
菅
沼
織
部
祐
」「
同
三
郎
左
衛
門
尉
」
で
あ
る
。

西 島 太 郎
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こ
の
二
人
は
、
天
文
二
十
一
年
に
今
川
氏
へ
反
乱
を
試
み
る
も
鎮
圧
さ
れ
、

（

）

そ
の
後
は
今
川
氏
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
二
十
四
年
に
、

菅
沼
惣
領
家
の
定
継
と
菅
沼
孫
大
夫
が
今
川
氏
に
離
反
し
、
こ
れ
に
奥
平
定

能
ら
が
連
携
し
反
逆
し
た
が
、
翌
弘
治
二
年
八
月
四
日
に
今
川
方
と
し
て

「
菅
沼
織
部
正
」
が
三
河
国
宝
飯
郡
雨
山
（
岡
崎
市
雨
山
）
で
討
ち
死
に
し

た
。
二
十
一
日
に
は
定
継
・
孫
大
夫
が
共
に
討
ち
死
に
し
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ

（

）た。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
菅
沼
）
に
よ
れ
ば
、
弘
治
二
年
八
月
に
討
ち
死（）

に
し
た
「
菅
沼
織
部
正
」
の
実
名
は
「
定
村
」
で
三
六
歳
だ
っ
た
。
史
料
に

出
る
「
織
部
丞
」（
天
文
二
十
二
）、「
織
部
祐
」（
同
二
十
四
）、「
織
部
正
」

（
弘
治
二
）
は
同
一
人
で
の
四
等
官
を
上
昇
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
菅

（

）

沼
「
三
郎
左
衛
門
尉
」
は
、
定
村
弟
の
定
義
で
あ
る
か
ら
、
兄
弟
で
奉
加
者

と
な
っ
て
い
た
。

定
村
の
父
「
織
部
入
道
不
春
」
は
、
甥
の
菅
沼
定
継
と
共
に
、
天
文
十
一

年
十
一
月
に
三
河
国
の
泉
龍
院
（
新
城
市
豊
栄
）
に
梵
鐘
を
寄
進
す
る
が
、

不
春
が
「
本
願
主
」
と
し
て
勧
進
の
主
導
者
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ

て
田
峯
菅
沼
家
に
対
し
不
春
が
「
独
自
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
」
と
評
価

（

）

さ
れ
て
い
る
。
一
三
年
後
に
不
春
の
子
定
村
が
、
国
元
か
ら
離
れ
た
近
江
国

の
多
賀
社
梵
鐘
の
奉
加
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
頃
の
定
村

が
他
国
の
梵
鐘
鋳
造
に
協
力
で
き
る
財
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
と
を
示
し

て
い
る
と
同
時
に
、
奥
村
定
勝
と
共
に
、
多
賀
社
の
あ
る
近
江
国
へ
も
関
心

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
定
勝
）

（
定
村
）

以
上
、
多
賀
社
梵
鐘
銘
に
あ
る
「
奥
平
監
物
」「
菅
沼
織
部
祐
」「
同
三
郎

左
衛
門
尉
」
は
共
に
、
奥
平
・
菅
沼
各
家
で
内
紛
状
態
に
あ
っ
た
な
か
、
今

川
氏
の
三
河
国
進
攻
に
あ
た
り
今
川
方
だ
っ
た
者
た
ち
で
、
他
国
へ
の
梵
鐘

奉
加
者
と
な
る
財
力
の
保
持
者
で
あ
り
、
か
つ
近
江
国
へ
も
関
心
を
示
し
て

い
る
と
み
ら
れ
た
。

「
三
州
水
野
藤
九
郎
」
は
、
三
河
国
刈
谷
（
愛
知
県
刈
谷
市
）
の
水
野
氏

当
主
信
近
で
あ
る
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
五
月
の
桶
狭
間
の
戦
い
で
破

れ
た
今
川
方
の
岡
部
元
信
が
、
撤
兵
の
最
中
、
刈
谷
城
を
急
襲
し
、
信
近
は

討
ち
取
ら
れ
た
。
信
近
の
妹
は
、
松
平
広
忠
に
嫁
ぎ
、
竹
千
代
（
後
の
徳
川

（

）

家
康
）
を
生
ん
だ
於
大
で
あ
る
。
ま
た
「
士
林
泝
洄
」（
巻
三
六
、
水
野
）

に
よ
れ
ば
、
於
大
の
叔
母
は
、
奥
平
定
勝
・
貞
友
兄
弟
の
母
な
の
で
、
水
野

氏
は
奥
平
氏
と
も
姻
戚
関
係
が
あ
っ
た
。

信
近
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
研
究
が
深
化
し
つ
つ
あ
る
が
評
価
は
定
ま
っ

（

）

て
い
な
い
。
し
か
し
従
来
、
信
近
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
「
十
郎
左
衛
門

尉
」
と
「
藤
九
郎
」
を
分
け
、
前
者
を
緒
川
（
東
浦
町
）
の
水
野
信
元
の
嫡

子
信
正
、
後
者
を
信
元
の
弟
で
刈
谷
（
刈
谷
市
）
の
信
近
で
あ
る
こ
と
を
突

（

）

き
止
め
た
五
十
嵐
正
也
氏
の
研
究
が
現
段
階
の
到
達
点
と
い
え
る
。
五
十
嵐

氏
に
研
究
に
よ
れ
ば
、
天
文
十
九
年
に
刈
谷
水
野
氏
が
今
川
義
元
に
「
赦

免
」
さ
れ
た
こ
と
で
、
信
元
の
弟
信
近
が
刈
谷
水
野
氏
を
継
ぎ
、
刈
谷
水
野

氏
の
緒
川
水
野
氏
の
傘
下
に
入
っ
た
と
す
る
。
天
文
二
十
三
年
に
は
緒
川
水

野
氏
は
今
川
氏
と
敵
対
関
係
と
な
り
、
弘
治
元
年
十
月
に
今
川
氏
に
反
旗
を

翻
し
た
西
尾
の
吉
良
氏
へ
緒
川
・
刈
谷
両
水
野
氏
が
援
軍
を
差
し
向
け
た
。

刈
谷
水
野
当
主
の
信
近
が
天
文
二
十
三
年
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
、
い
ま

だ
今
川
方
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
最
中
に
、
近
江
の
多
賀
社
梵
鐘

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１２０）
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鋳
造
の
奉
加
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
延
命
長
寿
」
と

い
う
多
賀
信
仰
の
利
益
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
遠
く
近
江
の
寺
社
に
関
わ

る
必
要
は
な
い
。
多
賀
社
が
六
角
氏
領
国
内
に
あ
り
、
定
頼
・
義
賢
と
も
関

係
が
深
く
、
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
を
背
後
に
持
つ
本
願
祐

尊
の
勧
進
活
動
だ
か
ら
こ
そ
、
多
賀
信
仰
を
信
じ
、
奉
加
者
と
な
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
武
蔵
国

武
蔵
国
の
奉
加
者
は
「
武
州
遠
山
甲
斐
守
」「
同
母
松
楠

女
」
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
八
月
に

武
蔵
国
の
総
社
の
六
所
明
神
（
現
、
大
國
魂
神
社
）
神
主
家
の
猿
渡
家
が
、

家
を
改
築
し
た
際
、
玄
関
天
井
裏
か
ら
仏
像
の
台
座
が
見
つ
か
り
、
台
座
に

記
さ
れ
て
い
た
銘
文
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
天
文
二
十
一
年
八
月
吉
日
付
遠

（

）

山
甲
斐
守
綱
景
願
文
と
同
年
月
日
付
遠
山
甲
斐
守
母
願
文
で
あ
る
。
遠
山
甲

（
遠
）

（

甲

斐

守

）
（

藤

原

）

（

綱

景

）

斐
守
母
願
文
に
は
、「
と
を
山
か
い
の
か
み
ふ
ち
は
ら
の
つ
な
か
け
」

（

武

蔵

国

）
（
江
戸
）

（

主

）
（
遠
）

（

甲

斐

守

）

（
我
）

（

平

）

「
む
さ
し
の
く
に
ゑ
と
の
あ
る
し
と
を
山
か
い
の
か
み
母
」「
わ
か
身
た
い
ら

の
ま
つ
く
す
」
と
あ
り
、
江
戸
の
遠
山
甲
斐
守
綱
景
の
母
が
「
平
ま
つ
く

す
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
平
ま
つ
く
す
」
は
多
賀
社
梵
鐘
銘
の
「
松

楠
」
で
あ
り
、「
武
州
遠
山
甲
斐
守
」
は
綱
景
で
あ
る
。

遠
山
氏
は
、
後
北
条
氏
が
江
戸
城
に
入
っ
た
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
か

ら
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
ま
で
の
六
七
年
間
、
北
条
氏
の
家
臣
と
し
て

江
戸
城
代
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
綱
景
の
父
で
松
楠
の
夫
で
あ
る
直
景
は
既

（

）

に
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
に
没
し
て
い
る
。

遠
山
綱
景
と
そ
の
母
松
楠
の
願
文
か
ら
は
、
こ
の
親
子
の
願
い
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
綱
景
の
願
文
か
ら
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
を
修
理
し
た
「
功

力
」
に
て
、「
寿
命
長
運
」
を
願
い
、
自
分
は
弓
矢
の
冥
加
が
あ
り
、
主
君

の
北
条
氏
康
と
そ
の
妻
や
氏
康
の
叔
父
幻
庵
の
覚
え
が
よ
く
、
こ
れ
か
ら
も

続
く
よ
う
に
と
願
い
、
そ
し
て
「
病
を
悉
く
焼
き
失
い
」「
腹
中
に
病
患
い

な
く
」「
無
病
達
者
」
で
あ
り
、「
肩
の
病
」
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
願
っ

て
い
る
（
原
文
は
漢
字
・
ひ
ら
が
な
交
じ
り
）。
母
松
楠
の
願
文
に
は
、
六

所
の
神
々
へ
、
孫
の
遠
山
弥
六
郎
（
綱
景
子
）
に
「
弓
矢
の
冥
加
が
あ
り
」

「
長
命
」「
汗
を
か
く
病
い
な
く
」、
主
君
北
条
氏
康
の
覚
え
め
で
た
く
、「
無

病
達
者
」
で
、
綱
景
・
弥
六
郎
親
子
に
「
弓
矢
の
冥
加
が
あ
り
」「
長
命
」

「
子
孫
繁
盛
」
を
願
い
、
自
ら
は
「
胸
腹
に
患
い
な
く
、
汗
か
く
病
を
治
し
、

無
病
達
者
で
子
孫
繁
盛
と
な
り
」「
病
な
く
、
敵
事
な
く
、
悲
し
い
こ
と
も

な
く
往
生
で
き
る
よ
う
」
願
っ
て
い
る
（
原
文
は
漢
字
・
ひ
ら
が
な
交
じ

り
）。綱

景
は
、
武
蔵
国
の
総
社
・
六
所
明
神
の
本
地
仏
で
あ
る
仏
像
修
理
の
願

主
と
な
り
仏
の
「
功
力
」
に
よ
っ
て
、
主
君
の
覚
え
が
続
き
、
長
寿
長
運
で

病
に
か
か
ら
ず
、
武
士
と
し
て
肩
を
痛
め
な
い
よ
う
願
い
、
母
松
楠
は
、
孫

の
武
功
・
長
命
・
無
病
達
者
で
主
君
の
覚
え
が
良
い
こ
と
を
願
い
、
さ
ら
に

子
と
孫
の
武
功
・
長
命
・
子
孫
繁
栄
を
願
い
、
最
後
に
自
ら
の
病
で
あ
る
汗

か
く
病
を
治
し
た
い
こ
と
や
、
平
穏
無
事
に
悲
し
む
こ
と
な
く
往
生
で
き
る

よ
う
願
う
。
松
楠
・
綱
景
母
子
の
、
神
仏
へ
の
帰
依
と
信
仰
心
の
具
体
的
内

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
願
い
は
、
そ
の
ま
ま
多
賀
社
梵
鐘
鋳
造

奉
加
に
際
し
て
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

遠
山
綱
景
の
頃
の
江
戸
地
域
は
、
北
条
氏
領
国
の
最
前
線
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
綱
景
は
江
戸
城
代
と
し
て
江
戸
地
域
の
検
断
権
や
、
在
地
領
主
層

西 島 太 郎
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の
指
南
、
軍
事
指
揮
権
な
ど
保
持
す
る
、
北
条
氏
家
臣
の
中
で
も
重
要
な
存

（

）

在
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
不
動
院
の
勧
進
坊
主
は
、
関
東
に

お
け
る
戦
国
大
名
北
条
氏
の
、
最
前
線
を
務
め
る
遠
山
氏
の
協
力
を
取
り
付

け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

畿
内
・
山
陰
地
方
の
奉
加
者

（
一
）
山
城
国

山
城
国
の
奉
加
者
は
、
中
路
・
今
村
・
石
原
の
各
氏
で
あ

る
。「
中
路
修
理
進
」
は
、『
言
継
卿
記
』
天
文
二
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日

条
の
「
去
夜
西
院
之
小
泉
、
郡
之
中
路
修
理
等
城
自
焼
、
霊
山
へ
参
、

云
々
」
と
あ
る
中
路
修
理
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
中
路
修
理
進
は
、
葛
野

こ
お
り

郡
郡
（
京
都
市
右
京
区
）
に
あ
る
郡
城
の
城
主
で
、
細
川
晴
元
方
の
攻
勢
に

対
し
、
自
ら
の
城
を
焼
い
て
、
将
軍
足
利
義
輝
が
十
月
二
十
七
日
か
ら
普
請

り
ょ
う
ぜ
ん

を
開
始
し
た
東
山
の
霊
山
城
（
京
都
市
東
山
区
）
へ
向
か
っ
た
。

「
今
村
紀
伊
守
」
は
慶
満
の
こ
と
で
、
父
浄
久
の
代
か
ら
、
京
都
南
東
の

愛
宕
郡
法
性
寺
柳
原
（
下
京
区
・
東
山
区
）
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
。
慶

満
の
弟
政
次
が
家
督
を
継
承
し
、「
汁
谷
口
」
の
問
屋
で
あ
り
、
馬
借
を
配

（

）

下
に
お
く
、「
今
村
同
名
中
」
と
い
う
土
豪
的
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
政

次
は
細
川
晴
元
方
に
付
い
た
。
兄
の
慶
満
は
、
晴
元
と
敵
対
す
る
細
川
高
国

・
国
慶
方
へ
付
き
、
国
慶
の
被
官
と
な
っ
た
が
、
天
文
十
六
年
の
国
慶
没
後

（

）

は
細
川
氏
綱
に
仕
え
、
三
好
長
慶
の
寄
子
と
な
っ
た
。
慶
満
は
「
内
蔵
領
率

分
東
口
」
や
「
木
幡
口
」
を
押
領
し
、
長
慶
の
も
と
で
、
京
都
お
よ
び
京
都

郊
外
の
土
豪
連
合
の
中
心
と
な
り
、
天
文
十
六
年
頃
か
ら
は
、
乙
訓
郡
西
岡

（

）

の
勝
龍
寺
城
（
長
岡
京
市
）
を
拠
点
と
し
て
い
た
。

「
今
村
源
四
郎
」
は
、
伊
藤
定
清
の
山
城
国
乙
訓
郡
下
久
世
庄
岡
分
（
京

都
市
南
区
）
の
本
役
未
進
に
関
わ
り
、
今
後
の
調
進
を
定
清
へ
固
く
申
し
付

（

）

け
る
と
東
寺
へ
伝
え
た
「
今
村
源
四
郎
長
頼
」
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
満
の
次

行
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慶
満
に
近
い
人
物
で
「
今
村
同
名
中
」
を
構

成
す
る
一
人
で
あ
ろ
う
。

「
石
原
孫
二
郎
」
は
、
乙
訓
郡
上
久
世
庄
（
南
区
）
関
係
史
料
に
石
原
一

（

）

族
の
名
が
散
見
し
、
紀
伊
郡
石
原
庄
（
南
区
）
を
名
字
と
す
る
石
原
氏
と
思

わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
二
）
河
内
国

河
内
国
の
奉
加
者
は
、
安
見
・
野
尻
・
丹
下
・
走
井
・
平

の
各
氏
で
あ
る
。「
安
見
美
作
守
宗
房
」
は
、
河
内
北
部
の
交
野
郡
の
有
力

国
人
だ
っ
た
が
、
守
護
代
遊
佐
長
教
に
取
り
立
て
ら
れ
、
讃
良
郡
に
あ
る
飯

盛
城
を
本
拠
と
し
た
。
宗
房
は
、
守
護
畠
山
高
政
の
下
で
河
内
国
下
郡
代
を

務
め
た
畠
山
内
衆
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
天
文
二
十
一
年
一
月
か
ら
十
二

（

）

月
ま
で
の
間
に
与
兵
衛
か
ら
美
作
守
へ
任
官
し
た
。

「
野
尻
孫
五
郎
」
の
野
尻
氏
も
交
野
郡
の
有
力
国
人
で
、
天
文
二
十
一
年

に
安
見
宗
房
に
よ
り
萱
振
氏
と
共
に
粛
清
さ
れ
た
。『
言
継
卿
記
』
天
文
二

十
二
年
三
月
八
日
条
に
は
「
安
見
之
子
野
尻
満
五
郎
十
四
歳

」
と
あ
り
、
安

見
宗
房
の
子
が
野
尻
氏
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、
宗
房
が
野
尻
氏
を
乗
っ
取

（

）

っ
て
い
る
。
こ
の
「
野
尻
満
五
郎
」
と
「
野
尻
孫
五
郎
」
は
、「
満
」
と

「
孫
」
字
の
音
が
近
く
、
ど
ち
ら
か
が
誤
字
の
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
安
見

宗
房
の
次
行
に
「
野
尻
孫
五
郎
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
満
五
郎
」

（
満
）

と
同
一
人
と
み
ら
れ
、
安
見
宗
房
・
野
尻
孫
五
郎
父
子
で
梵
鐘
の
奉
加
者
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１２２）
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「
丹
下
備
中
守
」
は
、
も
と
平
三
郎
左
衛
門
盛
知
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、

天
文
十
七
年
に
丹
下
氏
を
継
ぎ
、
丹
下
備
中
守
盛
知
と
名
乗
る
。
天
文
十
八

・
十
九
年
頃
に
は
、
守
護
畠
山
氏
の
家
督
が
不
在
と
な
っ
た
時
、
直
状
で
文

書
を
発
給
し
た
小
守
護
代
で
あ
っ
た
。
丹
下
・
平
氏
共
に
畠
山
氏
の
有
力
内

衆
の
家
で
、
両
家
が
一
体
化
し
た
こ
と
で
他
氏
を
抜
き
ん
で
て
、
盛
知
が
守

（

）

護
代
遊
佐
長
教
に
次
ぐ
地
位
を
獲
得
し
た
。

「
平
三
郎
左
衛
門
尉
」
は
、
前
行
に
記
さ
れ
た
丹
下
盛
知
が
平
氏
か
ら
丹

下
氏
へ
入
っ
た
後
の
、
平
氏
を
継
承
し
た
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。「

走
井
備
前
守
」
は
、
河
内
国
茨
田
郡
走
井
庄
を
拠
点
と
す
る
守
護
代
遊

佐
氏
の
内
衆
の
盛
秀
の
こ
と
で
、
天
文
二
十
年
に
遊
佐
長
教
が
暗
殺
さ
れ
、

跡
を
継
い
だ
長
教
嫡
子
の
信
教
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
格
下
で
あ

る
安
見
宗
房
と
連
携
し
て
奉
書
を
発
給
す
る
な
ど
、
畠
山
氏
の
河
内
支
配
の

（

）

実
質
を
担
っ
て
い
く
。

河
内
国
の
奉
加
者
で
特
徴
的
な
の
は
、「
守
護
の
執
事
的
な
側
面
を
持
ち

守
護
家
か
ら
の
意
思
を
奉
じ
る
役
割
を
持
つ
」
丹
下
氏
、「
筆
頭
奉
行
人
で

（

）

守
護
代
家
の
中
心
人
物
」
で
あ
る
走
井
氏
、
下
郡
代
を
務
め
た
安
見
氏
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
河
内
守
護
畠
山
氏
や
守
護
代
遊
佐
氏
は
お
ら
ず
、
そ
れ
よ
り

（

）

下
位
に
位
置
す
る
、
畠
山
氏
の
河
内
支
配
の
実
質
を
担
っ
た
三
氏
が
奉
加
者

と
な
っ
た
。
不
動
院
の
勧
進
坊
主
は
、
河
内
畠
山
氏
内
部
の
実
務
担
当
者
を

奉
加
者
と
し
た
。
宗
房
は
永
禄
二
年
に
も
御
供
物
を
多
賀
社
へ
寄
進
し
て
お

（

）

り
、
信
仰
の
継
続
が
確
認
で
き
る
。
な
お
六
年
後
、
河
内
守
護
畠
山
高
政
・

安
見
宗
房
は
、
近
江
の
六
角
承
禎
（
義
賢
）
と
共
に
、
三
好
長
慶
を
挟
撃
す

（

）

る
軍
事
行
動
を
と
っ
て
い
る
。

ま
つ
ら

（
三
）
和
泉
国

和
泉
国
の
奉
加
者
は
、
松
浦
氏
と
「
泉
州
松
寿
」
で
あ
る
。

「
松
浦
周
防
守
盛
」
に
つ
い
て
は
、
廣
田
浩
治
・
天
野
忠
幸
両
氏
等
の
研
究

（

）

に
詳
し
い
。
和
泉
守
護
細
川
氏
の
守
護
代
を
務
め
た
の
が
松
浦
氏
で
、
盛
は

岸
和
田
氏
を
継
承
し
た
人
物
で
あ
る
。
堺
を
拠
点
と
し
て
い
た
が
、
堺
が
三

好
氏
支
配
下
と
な
る
と
、
岸
和
田
城
へ
と
移
っ
た
。「
松
寿
」
に
つ
い
て
は
、

和
泉
国
の
奉
加
者
で
あ
る
以
上
は
不
明
で
あ
る
。

（
四
）
出
雲
国

出
雲
国
の
奉
加
者
は
、
米
田
・
三
沢
・
吉
田
・
隠
岐
・
馬

田
の
五
名
が
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
木
村
光
伸
氏
が
「
尼
子
沙
弥
宗
心
」

（

）

を
尼
子
晴
久
で
は
な
い
か
と
す
る
の
み
で
、
他
は
尼
子
氏
へ
の
言
及
が
な

い
。「
雲
州
分
」
と
あ
る
の
は
池
の
間
第
二
区
の
三
段
目
最
後
で
、「
雲
州

﹇
隠
﹈

分
」
に
続
き
、「
米
田
大
方
」「
三
沢
左
京
亮
」「
吉
田
筑
後
守
」「
陰
岐
守
」

「
大
東
尾
張
守
」
と
刻
ん
で
い
る
。「
雲
州
分
」
と
し
て
「
米
田
大
方
」「
三

﹇
隠
﹈

沢
左
京
亮
」「
吉
田
筑
後
守
」「
陰
岐
守
」「
大
東
尾
張
守
」
の
五
人
が
い
る

と
読
め
る
。

「
米
田
大
方
」
は
、「
大
方
」
と
あ
る
の
で
女
性
と
考
え
ら
れ
る
。
天
文
九

（

）

年
（
一
五
四
〇
）
八
月
十
九
日
付
竹
生
島
奉
加
帳
の
「
出
雲
州
衆
」
に
「
牛

尾
大
石
殿
、
同
八
所
殿
、
同
米
田
殿
、
同
金
尾
殿
」
と
あ
り
、
牛
尾
氏
か
ら

分
家
し
た
米
田
氏
が
い
る
。
牛
尾
氏
は
、
大
原
郡
牛
尾
（
島
根
県
雲
南
市
大

（

）

東
町
海
潮
）
を
拠
点
と
す
る
土
豪
で
、
米
田
氏
は
そ
の
近
在
者
と
推
察
さ
れ

る
。「

三
沢
左
京
亮
」
は
、
仁
多
郡
三
沢
郷
（
仁
多
郡
奥
出
雲
町
）
を
拠
点
と

し
、
戦
国
期
に
は
奥
出
雲
の
鉄
生
産
と
流
通
を
掌
握
し
、
同
国
内
最
大
勢
力

西 島 太 郎
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と
な
っ
た
国
人
で
あ
る
。
天
文
十
二
年
に
尼
子
晴
久
の
攻
撃
を
受
け
尼
子
氏

（

）

に
服
属
し
た
。
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
同
二
十
四
年
時
の
三
沢
惣
領
は
為
清
で

（

）

あ
る
。

「
吉
田
筑
後
守
」
の
吉
田
氏
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
能
義
郡
吉
田
庄
（
安
来

市
上
吉
田
町
・
下
吉
田
町
）
の
地
頭
で
、
室
町
将
軍
家
の
直
臣
と
し
て
番
衆

（

）

（

）

の
一
番
衆
を
勤
め
た
家
で
あ
る
。
天
文
九
年
の
竹
生
島
造
営
奉
加
帳
に
は

「
出
雲
州
衆
」
と
し
て
「
吉
田
兵
庫
助
」
が
み
え
る
。
吉
田
氏
は
尼
子
氏
と

行
動
を
共
に
し
、
永
禄
九
年
に
尼
子
氏
が
毛
利
氏
に
降
伏
し
て
か
ら
は
出
雲

（

）

を
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
関
連
す
る
一
次
史
料
は
少
な
く
、「
吉
田
筑
後
守
」

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
軍
記
物
の
『
陰
徳
太
平
記
』
天
文
十
五
年

の
記
事
と
推
定
さ
れ
る
「
巻
第
十
一

尼
子
国
久
伯
州
発
向
之
事
」
に
尼
子

方
と
し
て
「
吉
田
筑
後
守
、
舎
弟
左
京
亮
」
が
登
場
し
、
出
雲
の
吉
田
一
族

の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
永
禄
七
年
三
月
の
「
巻
三
十
七

伯
耆
国
日

野
之
不
動
嵩
夜
討
事
」
に
は
、「
吉
田
筑
後
守
」
は
こ
れ
以
前
の
「
播
磨
の

刀
田
の
太
子
堂
合
戦
の
時
討
た
れ
」、
ま
た
そ
の
後
「
吉
田
左
京
亮
」
も
討

た
れ
た
と
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
軍
記
物
に
し
か
そ
の
名
を
見
出
せ
な
い
「
吉

田
筑
後
守
」
で
あ
る
が
、
多
賀
社
梵
鐘
銘
は
そ
の
実
在
を
裏
付
け
る
史
料
と

な
る
。

﹇
隠
﹈

「
陰
岐
守
」
は
隠
岐
氏
の
こ
と
で
、
文
明
十
一
年
三
月
付
京
都
清
水
寺
再

（

）

興
奉
加
帳
に
は
「
雲
州
佐
々
木
隠
岐
右
衛
門
尉
清
正
」、
天
文
九
年
の
竹
生

（

）

島
奉
加
帳
に
も
「
出
雲
州
衆
」
に
「
次
第
不
同
」
と
し
な
が
ら
も
筆
頭
に

「
隠
岐
五
郎
右
衛
門
尉
」
と
記
し
、
出
雲
に
拠
点
を
置
く
隠
岐
氏
が
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
出
雲
に
拠
点
を
置
く
隠
岐
氏
の
所
領
は
、
出
雲
国
島
根

郡
長
海
本
庄
・
新
庄
（
松
江
市
）
を
中
心
と
す
る
地
域
で
、
天
文
十
三
年
九

月
十
七
日
付
隠
岐
豊
清
寄
進
状
に
よ
れ
ば
、
亡
父
「
隠
岐
々
々
守
宗
清
」
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
長
海
新
庄
内
の
松
崎
名
等
が
清
安
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い

（

）る。
こ
の
時
、
豊
清
は
「
五
良
右
衛
門
」
な
の
で
、
多
賀
社
梵
鐘
銘
に
で
る

（

）

「
隠
岐
守
」
は
、
宗
清
の
跡
を
継
い
だ
豊
清
の
可
能
性
が
高
い
。

「
大
東
尾
張
守
」
は
、
出
雲
に
大
東
を
名
乗
る
家
は
な
い
。
し
か
し
大
原

郡
大
東
庄
（
雲
南
市
大
東
町
）
を
中
心
と
す
る
地
域
名
が
あ
る
。
大
東
庄
の

南
に
あ
る
上
久
野
村
鎌
倉
神
社
の
天
文
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
付
大
原

郡
久
野
郷
鎌
倉
大
明
神
棟
札
に
は
、「
源
佐
々
木
朝
臣
尾
張
守
慶
信
」
と
あ

（

）る。
こ
の
人
物
は
、
大
東
庄
を
拠
点
と
す
る
馬
田
氏
で
、
軍
記
物
に
は
「
馬

（

）

田
尾
張
守
慶
信
」
と
で
る
。
三
河
国
の
奥
平
定
友
を
「
藤
河
久
兵
衛
尉
」
と

地
名
「
藤
河
」
を
冠
し
て
記
し
た
よ
う
に
、「
大
東
尾
張
守
」
の
「
大
東
」

は
地
域
名
で
、
大
原
郡
大
東
庄
を
拠
点
と
す
る
馬
田
慶
信
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
、「
雲
州
分
」
に
続
く
五
名
は
い
ず
れ
も
出
雲
国
内
の
者
だ
っ
た
。

従
来
、
奉
加
者
数
に
「
雲
州
分
」
の
文
字
を
含
め
て
一
二
二
名
と
し
て
い
た

が
、「
雲
州
分
」
は
続
く
五
名
の
所
属
地
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一

名
減
員
と
す
べ
き
で
あ
る
。
本
願
祐
尊
と
「
小
聖
」
二
六
名
、
そ
れ
に
連
な

る
七
名
を
除
い
た
八
七
名
が
奉
加
者
で
、
銘
文
記
載
の
人
名
は
一
二
一
名
と

な
る
。

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１２４）
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第
二
章

奉
加
者
の
特
徴
と
考
察

奉
加
者
の
分
布
は
、
武
蔵
・
能
登
・
三
河
・
尾
張
・
伊
勢
・
近
江
・
山
城

・
河
内
・
和
泉
・
出
雲
の
一
〇
か
国
に
な
る
。
西
国
は
出
雲
だ
け
で
、
畿
内

か
ら
東
国
に
か
け
て
奉
加
者
が
多
い
。
国
毎
の
奉
加
者
の
特
徴
を
み
て
い

く
。近

江
国
で
は
犬
上
郡
の
多
賀
社
周
辺
と
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
の
二
つ

の
地
域
に
分
け
ら
れ
た
。
湖
南
や
湖
西
地
方
の
奉
加
者
は
い
な
い
。
多
賀
社

周
辺
の
土
豪
・
地
侍
は
犬
上
郡
の
総
鎮
守
多
賀
社
に
奉
加
し
た
者
で
あ
る
。

湖
北
地
方
に
つ
い
て
は
、
天
文
二
十
二
年
以
降
、
六
角
氏
配
下
と
な
っ
た
地

域
で
あ
り
、
新
た
な
六
角
氏
支
配
下
へ
勧
進
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

伊
勢
国
は
天
文
八
年
以
降
、
六
角
氏
が
進
出
し
つ
つ
あ
り
、
六
角
氏
の
子

弟
が
入
っ
た
梅
戸
氏
を
は
じ
め
、
員
弁
郡
（
梅
戸
氏
）・
朝
明
郡
（
羽
津
・

萱
生
・
海
老
名
各
氏
）・
三
重
郡
（
後
藤
氏
）・
河
曲
郡
（
神
戸
氏
）・
鈴
鹿

郡
（
小
岐
須
氏
）
と
北
伊
勢
の
諸
勢
力
が
奉
加
者
と
し
て
み
え
る
。
ま
た
六

角
氏
に
敗
北
し
て
か
ら
勢
力
の
衰
え
た
長
野
氏
の
一
族
で
あ
る
、
安
濃
郡
の

雲
林
院
氏
か
ら
も
奉
加
を
取
り
付
け
て
い
る
。

尾
張
・
能
登
両
国
の
奉
加
者
は
、
守
護
代
が
拠
点
と
し
た
場
所
だ
っ
た
。

三
河
国
は
山
間
部
の
土
豪
で
あ
る
奥
平
定
勝
と
貞
友
の
兄
弟
、
菅
沼
定
村

・
定
義
兄
弟
で
あ
っ
た
。
刈
谷
の
水
野
信
近
は
、
松
平
竹
千
代
（
徳
川
家

康
）
の
伯
父
に
当
た
る
。
信
近
は
緒
川
の
水
野
信
元
の
弟
で
庶
流
だ
っ
た

が
、
天
文
十
九
年
に
刈
谷
水
野
氏
を
継
い
だ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
同
二
十
三

年
に
緒
川
の
兄
信
元
が
、
三
河
へ
進
出
す
る
今
川
氏
と
敵
対
関
係
と
な
る
な

か
で
の
奉
加
で
あ
っ
た
。

東
国
で
は
、
武
蔵
国
の
遠
山
綱
景
と
そ
の
母
松
楠
の
奉
加
が
特
筆
さ
れ

る
。
北
条
氏
領
国
の
最
前
線
で
あ
っ
た
江
戸
城
代
を
務
め
、
江
戸
地
域
の
検

断
権
や
在
地
領
主
層
の
指
南
、
軍
事
指
揮
権
な
ど
を
保
持
し
た
、
北
条
氏
家

臣
の
中
で
も
重
要
な
存
在
が
遠
山
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
母
子
の
場
合
、
神
仏

へ
の
帰
依
と
信
仰
心
が
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
る
。
綱
景
は
、
仏
の
「
巧

力
」
に
よ
り
、
主
君
の
覚
え
、
長
寿
長
運
、
無
病
、
武
士
と
し
て
肩
を
痛
め

な
い
こ
と
を
願
い
、
母
松
楠
は
孫
の
武
功
・
長
命
・
子
孫
繁
栄
を
願
い
、
自

ら
の
病
で
あ
る
汗
か
き
を
治
し
、
平
穏
無
事
に
悲
し
む
こ
と
な
く
往
生
で
き

る
よ
う
願
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
信
心
深
さ
と
、
北
条
氏
の
重
臣
と
し
て
江
戸

を
預
か
る
財
力
と
が
、
江
戸
か
ら
遠
く
離
れ
た
近
江
の
多
賀
社
の
梵
鐘
鋳
造

へ
奉
加
を
行
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

近
江
・
伊
勢
両
国
の
奉
加
者
に
比
べ
、
山
城
国
以
西
の
奉
加
者
の
数
は
限

ら
れ
る
。
山
城
国
の
奉
加
者
は
、
中
路
・
今
村
・
石
原
の
各
氏
で
あ
る
、
中

こ
お
り

路
修
理
進
は
葛
野
郡
郡
を
拠
点
と
し
、
反
細
川
晴
元
方
と
し
て
活
躍
し
た
。

愛
宕
郡
柳
原
を
中
心
に
「
同
名
中
」
を
形
成
し
、
問
屋
や
馬
借
を
経
営
し
た

今
井
一
族
の
う
ち
、
奉
加
者
で
あ
る
今
村
慶
満
は
庶
子
で
あ
る
。
し
か
し
慶

満
は
細
川
晴
元
と
敵
対
し
、
三
好
長
慶
の
寄
子
と
し
て
細
川
氏
綱
に
仕
え
、

三
好
長
慶
の
寄
子
と
な
り
、
皇
室
領
を
押
領
し
、
西
岡
の
勝
龍
寺
城
を
拠
点

と
し
て
長
慶
の
も
と
で
京
都
郊
外
の
土
豪
連
合
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
。

石
原
氏
も
上
久
世
庄
辺
り
の
地
侍
と
考
え
ら
れ
、
軍
事
・
経
済
的
に
力
の
あ

西 島 太 郎
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る
京
都
郊
外
の
土
豪
・
地
侍
層
が
山
城
国
の
奉
加
者
だ
っ
た
。

河
内
国
で
は
、
下
郡
代
の
安
見
宗
房
と
、
宗
房
の
子
で
国
人
の
野
尻
氏
へ

（
満
）

養
子
に
入
り
家
督
者
と
な
っ
た
野
尻
孫
五
郎
の
父
子
、
小
守
護
代
の
丹
下
盛

知
と
、
盛
知
が
丹
下
氏
へ
入
っ
た
後
の
平
氏
を
継
い
だ
平
三
郎
左
衛
門
尉
、

さ
ら
に
守
護
代
遊
佐
氏
の
内
衆
で
宗
房
と
連
携
し
て
畠
山
氏
の
河
内
支
配
の

実
質
を
担
っ
た
走
井
盛
秀
が
奉
加
者
と
な
っ
た
。
天
文
二
十
一
年
以
降
、
河

内
で
は
政
長
流
の
畠
山
高
政
が
守
護
、
守
護
代
遊
佐
太
藤
、
内
衆
丹
下
盛
知

・
走
井
盛
秀
・
安
見
宗
房
に
よ
る
体
制
が
築
か
れ
、
河
内
支
配
の
実
質
を
担

っ
た
三
氏
が
奉
加
し
た
。
和
泉
国
で
は
守
護
代
松
浦
盛
が
奉
加
し
て
い
る
。

畿
内
を
除
く
西
国
で
は
、
山
陰
地
方
の
出
雲
国
の
み
で
あ
る
。
天
文
二
十

一
年
に
山
陰
山
陽
の
八
か
国
守
護
と
な
り
全
盛
を
極
め
た
出
雲
尼
子
氏
で
は

な
く
、
中
小
の
武
家
領
主
た
ち
で
、
仁
多
郡
の
三
沢
為
清
、
能
義
郡
の
吉
田

（
豊
清
か
）

筑
後
守
、
島
根
郡
の
隠
岐
隠
岐
守
、
大
原
郡
の
馬
田
慶
信
・
米
田
氏
と
各
郡

か
ら
奉
加
者
を
出
し
た
。
動
向
の
明
ら
か
で
な
い
者
も
多
い
が
、
出
雲
国
内

は
尼
子
氏
勢
力
下
に
あ
っ
た
。

以
上
、
判
明
す
る
奉
加
者
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
守
護
や
大
名
と
言
わ
れ
る

そ
の
国
の
頂
点
を
極
め
る
者
で
は
な
く
、
中
小
の
国
人
や
土
豪
・
地
侍
が
中

心
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
河
内
・
和
泉
は
守
護
代
級
、
武
蔵
で
は
城
代
と
そ
の

国
の
支
配
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
る
者
達
だ
っ
た
。
近
江
国
内
で
は
、
犬
上

郡
の
総
鎮
守
と
し
て
多
賀
社
を
支
え
る
近
隣
の
土
豪
・
地
侍
の
ま
と
ま
り
に

対
し
、
新
た
に
六
角
氏
配
下
と
な
っ
た
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
が
奉
加
者

と
な
っ
た
。
同
様
に
伊
勢
国
で
は
、
六
角
氏
が
進
出
し
、
影
響
力
を
も
つ
地

域
の
国
人
・
土
豪
・
地
侍
が
奉
加
者
と
な
っ
て
お
り
、
隣
国
に
あ
る
多
賀
社

へ
の
奉
加
が
、
六
角
氏
の
影
響
圏
と
重
な
る
。
不
動
院
の
勧
進
坊
主
は
、
多

賀
社
が
六
角
氏
領
国
内
に
あ
り
、
六
角
当
主
と
も
関
係
の
深
い
こ
と
を
利
用

し
て
勧
進
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）

祐
川
恵
理
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
多
賀
信
仰
を
各
地
へ
広
げ
る
不
動
院
の

勧
進
坊
主
は
、
聖
護
院
門
跡
の
配
下
の
山
伏
で
あ
り
、
か
つ
六
角
氏
の
情
報

・
交
渉
の
担
当
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
多
賀
社
の
神
徳
を
享
受
す
る

奉
加
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
不
動
院
と
関
わ
る
こ
と
で
、
六
角
氏
や
聖
護

院
門
跡
と
の
交
渉
回
路
が
構
築
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
六
角
氏
や
聖
護
院
門

跡
は
、
幕
府
や
朝
廷
と
深
く
関
わ
る
た
め
、
奉
加
者
は
不
動
院
と
関
係
を
持

つ
こ
と
で
、
中
央
勢
力
と
の
回
路
を
築
く
手
段
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
新
興
勢
力
層
に
と
り
、
中
央
勢
力
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
築
く
か
は

課
題
で
あ
ろ
う
か
ら
、
幕
府
政
治
へ
の
影
響
力
の
強
い
六
角
氏
や
聖
護
院
門

跡
を
通
じ
、
将
軍
・
天
皇
へ
と
繋
が
る
回
路
を
構
築
で
き
る
こ
と
は
魅
力
的

に
映
る
。
地
方
の
有
力
奉
加
者
に
新
興
勢
力
が
多
い
の
は
、
財
力
保
持
者
で

か
つ
未
だ
檀
那
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
奉
加
と
い
う

形
を
取
る
こ
と
で
中
央
勢
力
と
の
交
渉
回
路
を
構
築
で
き
る
こ
と
に
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
満
）

ま
た
、
高
宮
豊
宗
・
宗
存
父
子
、
安
見
宗
房
・
野
尻
孫
五
郎
父
子
、
松
楠

・
遠
山
綱
景
母
子
、
奥
平
貞
勝
・
貞
友
兄
弟
、
菅
沼
定
村
・
定
義
兄
弟
と
明

ら
か
に
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
、
親
子
、
兄
弟
で
の
奉
加
が
複
数
み
ら
れ

る
。
一
族
の
当
主
が
奉
加
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
庶
子
や
女
性
、
隠
居
者
の

み
等
、
単
独
で
奉
加
者
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
家
を
代
表
し
て
奉

加
を
行
う
の
で
は
な
く
、
個
人
で
奉
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
女

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１２６）
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性
も
含
め
た
一
族
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
奉
加
に
対
す
る
個
人
の
意

思
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
多
賀
社
に
残
る
天
文
二
十
四
年
に
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘
の
銘
文

を
検
討
し
、
戦
国
期
に
お
け
る
多
賀
社
の
勧
進
と
奉
加
者
に
つ
い
て
考
察
を

行
っ
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
前
後
に
多
賀
社
内
に
創
建
さ
れ
た
不
動
院
は
、

寺
社
修
造
の
た
め
資
金
調
達
を
行
う
専
門
集
団
と
し
て
活
動
し
た
。
本
願
祐

尊
は
、
同
宿
輩
と
呼
ば
れ
た
勧
進
坊
主
を
使
い
積
極
的
に
勧
進
活
動
を
行
っ

て
多
賀
社
内
の
修
造
を
担
っ
た
。
同
二
十
四
年
銘
梵
鐘
の
鋳
造
は
、
祐
尊
の

本
願
と
し
て
の
活
動
の
最
終
段
階
に
あ
た
る
。
こ
の
勧
進
活
動
に
応
じ
た
奉

加
者
は
、
武
蔵
・
能
登
・
三
河
・
尾
張
・
伊
勢
・
近
江
・
山
城
・
河
内
・
和

泉
・
出
雲
の
一
〇
か
国
に
の
ぼ
っ
た
。
本
願
祐
尊
に
不
動
院
の
勧
進
坊
主
で

あ
る
「
小
聖
」
二
六
名
と
、
そ
れ
に
連
な
る
七
名
を
除
く
、
八
七
名
の
奉
加

者
を
募
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

奉
加
者
は
、
一
国
を
統
べ
る
守
護
や
大
名
で
は
な
く
、
地
域
の
国
人
・
土

豪
・
地
侍
と
い
っ
た
中
小
武
家
領
主
で
あ
っ
た
。
地
域
的
に
特
徴
が
あ
り
、

近
江
で
は
犬
上
郡
内
の
土
豪
・
地
侍
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
六
角
氏
支
配
下

と
な
っ
た
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
が
奉
加
者
と
な
り
、
伊
勢
で
は
六
角
氏

傘
下
と
な
っ
た
者
た
ち
を
中
心
に
奉
加
者
と
な
っ
た
。
河
内
・
和
泉
で
は
領

国
支
配
の
実
質
を
担
っ
た
守
護
代
・
郡
代
層
を
取
り
込
み
、
武
蔵
で
は
北
条

氏
の
関
東
に
お
け
る
最
前
線
の
江
戸
城
代
を
、
三
河
で
は
実
力
を
付
け
つ
つ

あ
っ
た
奥
平
・
菅
沼
・
水
野
と
い
っ
た
勢
力
を
奉
加
者
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
さ
ら
に
遠
く
、
出
雲
の
勢
力
を
も
奉
加
者
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
大
高
氏
の
言
う
「
近
隣
の
諸
階
層
」
だ
け
で
は
な
い
奉
加
者
が
い
る
。

ま
た
工
藤
氏
は
梵
鐘
奉
加
者
を
、「
勧
進
は
個
別
領
主
単
位
で
行
わ
れ
」

た
と
す
る
が
、
女
性
単
独
の
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
領
主
単
位
か
つ

個
人
的
な
奉
加
行
為
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
当
時
威
勢
を
き
わ
め
た
新

興
の
武
士
を
勧
進
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
」
と
い
う
工
藤
氏
の
指
摘
は

確
か
で
あ
る
が
、
近
江
湖
北
地
方
や
伊
勢
国
の
場
合
、
六
角
氏
勢
力
圏
で
あ

る
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。
ま
た
「
下
剋
上
で
成
り
上
が
っ
た
武
士
が
檀
那
と

し
て
掌
握
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
り
、
そ
こ
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
」
状

況
も
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六

角
氏
を
背
後
に
持
つ
不
動
院
の
勧
進
に
応
じ
る
こ
と
で
、
中
央
勢
力
と
繋
が

る
回
路
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
奉
加
者
側
の
政
治
的
な
理
由

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
遠
く
離
れ
た
近
江
国
の
寺
社
に
奉
加
を
行
う
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
梵
鐘
銘
の
分
析
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
み
え
る
。

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
十
二
月
五
日
に
上
人
号
を
持
つ
本
願
祐
尊
が
没

（

）し、
同
六
年
十
月
に
は
六
角
氏
の
内
訌
で
あ
る
観
音
寺
騒
動
で
六
角
勢
力
は

弱
体
化
し
た
。
同
八
年
五
月
の
将
軍
足
利
義
輝
の
横
死
、
同
十
一
年
九
月
の

織
田
信
長
に
よ
る
六
角
氏
滅
亡
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
聖
護
院
門
跡

（

）

道
増
の
死
没
、
元
亀
頃
の
信
長
に
よ
る
敏
満
寺
焼
き
討
ち
と
、
不
動
院
を
取

り
巻
く
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。
天
文
二
十
四
年
時
の
奉
加
者
も

没
落
す
る
も
の
も
多
く
い
た
。

西 島 太 郎
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犬
上
郡
の
総
鎮
守
と
し
て
存
在
し
て
い
た
多
賀
社
の
多
賀
信
仰
は
、
不
動

院
の
同
宿
輩
で
あ
る
勧
進
坊
主
（
坊
人
）
に
よ
っ
て
地
方
へ
広
め
ら
れ
た
。

天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
は
、
多
賀
社
が
犬
上
郡
の
総
鎮
守
と
い
う
立
場
の
み

か
ら
脱
皮
し
、
全
国
の
有
力
者
か
ら
崇
敬
を
受
け
る
存
在
へ
と
変
化
す
る
過

渡
的
状
況
を
示
し
、
勧
進
活
動
を
通
じ
て
多
賀
社
内
に
地
位
を
築
い
た
本
願

祐
尊
の
、
最
晩
年
に
お
け
る
集
大
成
事
業
の
成
果
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
地
方
の
有
力
新
興
勢
力
が
、
中
央
勢
力
と
繋
が

る
回
路
の
構
築
手
段
と
し
て
奉
加
を
行
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
し
た
が
、
そ
の
具
体
例
は
提
示
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に

記
さ
れ
た
不
動
院
由
緒
に
は
、
中
世
部
分
に
仮
託
に
よ
る
記
述
が
み
ら
れ
る

が
、
こ
の
由
緒
の
み
を
根
拠
と
せ
ず
に
多
賀
社
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
た
い
。

注（
１
）
以
上
、
西
島
「
近
江
尼
子
氏
と
多
賀
社
本
願
不
動
院
」（『
追
手
門
学
院
大
学

人
文
学
紀
要
』
創
刊
号
、
二
〇
二
三
年
）。
多
賀
社
本
願
に
関
す
る
近
年
の
主

要
研
究
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
大
高
康
正
「
中
近
世
に
お
け
る
本
願
の

社
内
定
着
化
」（『
山
岳
修
験
』
四
一
、
二
〇
〇
八
年
）。
工
藤
克
洋
「
聖
・
山

伏
が
う
み
だ
し
た
戦
国
期
の
本
願
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
五
、
二
〇
一

〇
年
）。
祐
川
恵
理
「
近
江
国
多
賀
社
本
願
の
成
立
と
展
開
」（
豊
島
修
・
木

場
明
志
編
『
寺
社
造
営
勧
進
本
願
職
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇

年
）。

（
２
）
『
昭
和
六
十
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
文
化
部

文
化
財
保
護
課
、
一
九
八
七
年
）。

（
３
）
大
高
康
正
①
「
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
考
」（『
山
岳
修
験
』
三
九
、
二
〇
〇
七

年
）。
同
②
「
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
敏
満
寺
」（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
最

盛
期
敏
満
寺
を
復
元
す
る
』』
多
賀
町
立
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
・
刊
、
二
〇
一

〇
年
）
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

（
４
）
工
藤
、
注
（
１
）
論
文
。

（
５
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
改
訂
版
（
多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
八
三

年
）。

（
６
）
西
島
、
注
（
１
）
論
文
。

（
７
）
目
賀
田
氏
は
犬
上
郡
内
で
は
な
い
が
多
賀
社
と
拠
点
が
近
く
、
多
賀
信
仰
圏

内
と
見
做
し
た
。

（
８
）
宮
島
敬
一
『
浅
井
氏
三
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
九
五
〜
九
九

頁
。

（
９
）
天
文
四
年
推
定
正
月
十
二
日
付
多
賀
豊
後
守
貞
隆
書
状
（『
改
定
近
江
国
坂
田

郡
志
』
二
、
四
六
六
頁
、「
島
記
録
」
所
収
文
書
）。

（
１０
）
『
甲
良
町
史
』（
甲
良
町
、
一
九
八
四
年
）。『
滋
賀
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一

九
九
一
年
）
下
之
郷
館
の
項
。

（
１１
）
『
新
修
彦
根
市
史
』
五
、
史
料
編
、
六
五
一
号
。

（
１２
）
『
多
賀
町
史
』
上
、「「
専
行
寺
文
書
」
と
そ
の
周
辺
」（
木
下
長
治
執
筆
）。

（
１３
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
編
、
八
〇
号
。
正
月
十
二
日
付
磯
野
員
昌
書
状
（
七

九
号
）
と
関
連
す
る
。

（
１４
）
『
新
修
彦
根
市
史
』
一
、
通
史
編
、
六
〇
〇
頁
。

（
１５
）
『
多
賀
町
史
』
上
所
収
「「
専
行
寺
文
書
」
と
そ
の
周
辺
」（
木
下
長
治
執

筆
）。
天
文
十
一
年
五
月
二
十
九
日
付
中
東
家
政
下
地
売
券
（
専
行
寺
文
書
三

│
一
四
）。
元
禄
二
年
三
月
八
日
付
馬
場
頼
祐
書
付
（
同
三
│
三
一
）。
年
未

詳
五
月
十
日
付
馬
場
若
狭
守
宛
箱
本
書
状
（
同
三
│
三
六
）。

（
１６
）
村
井
祐
樹
「
六
角
氏
家
臣
団
の
実
像
」（
同
『
戦
国
大
名
佐
々
木
六
角
氏
の
基

礎
的
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
１７
）
「
高
野
山
浅
井
家
過
去
帳
」（『
東
浅
井
郡
志
』
四
、
五
九
九
頁
）。
西
島
「
京

極
氏
領
国
に
お
け
る
出
雲
国
と
尼
子
氏
」（
同
『
松
江
藩
の
基
礎
的
研
究
』
岩

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１２８）
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田
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）。

（
１８
）
松
江
歴
史
館
所
蔵
生
田
利
彦
氏
寄
贈
「
近
江
国
御
家
人
中
原
氏
系
図
」、
国
立

公
文
書
館
所
蔵
「
諸
家
系
図
纂
」（
元
禄
五
年
）
収
載
「
近
江
国
御
家
人
井
口

中
原
系
図
」。
井
口
氏
の
末
裔
は
、
豊
臣
秀
次
の
家
来
時
に
秀
次
か
ら
生
田
の

名
字
を
与
え
ら
れ
た
（
西
島
「
松
江
藩
士
生
田
氏
に
つ
い
て
」『
松
江
歴
史
館

研
究
紀
要
』
一
一
、
二
〇
二
三
年
）。

（
１９
）
『
群
書
類
従
』
巻
三
八
七
所
収
「
江
北
記
」（
天
文
年
間
成
立
）。

（
２０
）
六
月
二
十
四
日
付
佐
々
木
道
誉
書
状
（『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
編
、
二
〇

号
）。

（
２１
）
明
応
二
年
三
月
十
日
付
狩
野
吉
政
寄
進
状
（『
東
浅
井
郡
志
』
四
、
八
坂
神
社

文
書
二
号
、
一
七
六
頁
）。

（
２２
）
永
禄
十
二
年
四
月
二
十
九
日
付
浅
井
氏
奉
行
衆
分
一
米
請
取
状
（『
菅
浦
文

書
』
滋
賀
大
学
日
本
経
済
文
化
研
究
所
、
一
九
六
〇
年
、
四
八
六
号
）。

（
２３
）
天
文
二
十
四
年
推
定
七
月
二
十
日
付
井
口
経
元
書
状
案
（『
東
浅
井
郡
志
』

四
、
三
田
村
文
書
四
号
）
差
出
「
井
越
経
元
」
及
び
『
東
浅
井
郡
志
』
二
、

一
〇
四
頁
。
西
島
、
注
（
１８
）
論
文
。

（
２４
）
『
横
関
史
』（
甲
良
町
横
関
区
、
一
九
九
六
年
）「
５
横
関
三
河
守
」
及
び
『
甲

良
町
史
』「
横
関
（
三
河
守
正
資
）
氏
」（
共
に
奥
川
貞
一
執
筆
）
で
は
、
長

野
県
の
笹
井
家
に
伝
わ
る
「
横
関
氏
族
笹
井
家
系
譜
」
に
永
正
十
四
年
（
一

五
一
七
）
以
前
に
美
濃
国
か
ら
来
た
と
記
す
と
い
う
。

（
２５
）
「
長
命
寺
念
仏
帳
」（『
東
浅
井
郡
志
』
二
、
二
二
七
頁
）。

（
２６
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
、
一
一
三
三
号
。

（
２７
）
新
谷
和
之
「
戦
国
期
近
江
に
お
け
る
国
人
領
主
の
存
在
形
態
」（
同
『
戦
国
期

六
角
氏
権
力
と
地
域
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
八
年
）。

（
２８
）
『
米
原
町
史
』
通
史
編
（
米
原
町
役
場
、
二
〇
〇
二
年
）
第
三
章
第
三
節
「
戦

国
時
代
」（
太
田
浩
司
執
筆
）。
太
田
浩
司
「
江
濃
国
境
「
長
比
城
」
の
基
礎

的
研
究
」（『
城
郭
研
究
と
考
古
学
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
二
一
年
）。
堀

秀
治
の
発
給
文
書
に
、
九
月
十
四
日
付
堀
秀
治
書
状
（『
米
原
町
史
』
資
料

編
、
米
原
町
役
場
、
一
九
九
九
年
）
松
尾
寺
文
書
二
〇
号
が
あ
る
。

（
２９
）
梅
戸
氏
は
、
天
文
二
年
時
点
で
六
角
定
頼
の
弟
が
継
い
で
い
る
（『
言
経
卿

記
』
天
文
二
年
七
月
六
日
条
）。

（
３０
）
『
四
日
市
市
史
』
一
六
、
通
史
編
（
四
日
市
市
、
一
九
九
五
年
）
第
四
章
「
戦

国
期
の
北
伊
勢
」（
稲
本
紀
昭
執
筆
）。

（
３１
）
『
四
日
市
市
史
』
七
、
史
料
編
（
四
日
市
市
、
一
九
九
一
年
）
六
七
〇
号
。

（
３２
）
以
上
、『
鈴
鹿
市
史
』
一
（
鈴
鹿
市
、
一
九
八
〇
年
）
五
六
四
〜
五
六
七
頁
。

伊
藤
清
太
郎
『
神
戸
平
原
地
方
郷
土
史
』
前
編
（
東
方
社
、
一
九
八
〇
年
）

二
四
九
頁
。

（
３３
）
『
四
日
市
市
史
』
一
六
、
通
史
編
第
三
章
第
二
節
「
北
伊
勢
の
国
人
領
主
」

（
飯
田
良
一
執
筆
）。

（
３４
）
『
四
日
市
市
史
』
一
六
、
通
史
編
、
五
〇
〇
頁
。

（
３５
）
『
四
日
市
市
史
』
一
六
、
通
史
編
、
四
七
九
頁
。

（
３６
）
『
四
日
市
市
史
』
一
六
、
通
史
編
、
四
七
三
頁
。

（
３７
）
「
披
露
事
記
録
」（『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
、
近
藤
出
版
社
、
一
九
八

〇
年
）
天
文
八
年
四
月
二
十
七
日
条
。

（
３８
）
『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世
３
上
（
三
重
県
、
二
〇
一
七
年
）
沢
氏
古
文
書
二

二
一
号
。『
三
重
県
史
』
通
史
編
中
世
（
三
重
県
、
二
〇
二
〇
年
）
四
八
三

頁
。

（
３９
）
以
上
、『
三
重
県
史
』
通
史
編
中
世
、
四
八
二
頁
。

（
４０
）
『
三
重
県
史
』
通
史
編
中
世
、
五
一
三
頁
。

（
４１
）
『
鈴
鹿
市
史
』
一
（
鈴
鹿
市
、
一
九
八
〇
年
）
五
八
九
頁
。

（
４２
）
天
文
二
十
二
年
三
月
二
十
一
日
付
今
川
義
元
判
物
写
（『
愛
知
県
史
』
資
料
編

１０
中
世
３
、
愛
知
県
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
六
六
号
）。

（
４３
）
以
上
、『
愛
知
県
史
』
資
料
編
１０
中
世
３
、
一
六
二
七
号
。
大
石
泰
史
「
今
川

氏
と
奥
平
氏
」（
同
編
著
『
今
川
義
元
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
初
出

一
九
九
三
年
）。

（
４４
）
柴
裕
之
「
三
河
国
衆
奥
平
氏
の
動
向
と
態
様
」（
同
『
戦
国
・
織
豊
期
大
名
徳

川
氏
の
領
国
支
配
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
。
初
出
二
〇
〇
六
年
）。

（
４５
）（
４６
）
山
田
邦
明
「
戦
国
時
代
の
菅
沼
一
門
」（
同
『
中
世
東
海
の
大
名
・
国

西 島 太 郎
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衆
と
地
域
社
会
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
二
年
、
初
出
二
〇
一
五
年
）。

（
４７
）
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
１０
中
世
３
、
一
八
七
八
号
。
天
文
二
十
四
年
八
月
付
多

賀
社
梵
鐘
銘
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
五
、
二
九
六
頁
）
菅
沼
定
村
の
項
。

（
４８
）
丸
山
和
洋
「
高
野
山
平
等
院
供
養
帳
と
今
川
・
徳
川
領
国
の
三
河
国
衆
」

（『
論
集
戦
国
大
名
今
川
氏
』
岩
田
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
４９
）
山
田
、
注
（
４５
）
論
文
。

（
５０
）
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』（
五
、
五
六
頁
）
水
野
の
項
。

（
５１
）
加
藤
千
恵
『
刈
谷
水
野
氏
の
一
研
究
』（
刈
谷
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二

年
）。『
刈
谷
市
史
』
二
（
刈
谷
市
、
一
九
九
四
年
）
第
一
章
水
野
氏
の
時
代

（
新
行
紀
一
執
筆
）。
小
川
雄
「
今
川
氏
の
三
河
・
尾
張
経
略
と
水
野
一
族
」

（『
論
集
戦
国
大
名
今
川
氏
』）。
松
島
周
一
「
小
河
・
刈
谷
城
主
と
し
て
の
水

野
信
近
」（『
歴
史
研
究
』
六
六
、
愛
知
教
育
大
学
歴
史
学
会
、
二
〇
二
〇

年
）。
五
十
嵐
正
也
「
水
野
十
郎
左
衛
門
尉
に
つ
い
て
」（『
刈
谷
市
歴
史
博
物

館
研
究
紀
要
』
一
、
二
〇
二
一
年
）。『
新
編
知
立
市
史
』
一
、
通
史
編
（
知

立
市
、
二
〇
二
一
年
）
第
三
部
四
章
一
・
二
節
（
水
野
智
之
執
筆
）
等
。

（
５２
）
五
十
嵐
、
注
（
５１
）
論
文
。

（
５３
）
『
武
蔵
総
社
大
国
魂
神
社
史
料
』
第
一
輯
（
官
幣
小
社
大
国
魂
神
社
社
務
所

刊
、
一
九
四
四
年
）
所
収
、
猿
渡
盛
章
「
新
撰
総
社
伝
記
考
証
」
附
巻
。

（
５４
）
遠
山
氏
の
主
な
先
行
研
究
を
以
下
に
あ
げ
る
。
杉
山
博
「
江
戸
城
代
遠
山
氏

に
つ
い
て
」（『
府
中
市
史
史
料
集
』
四
、
一
九
六
四
年
）。
齋
藤
薫
「
江
戸
城

と
遠
山
氏
」（『
史
翰
』
九
、
国
学
院
大
学
地
方
史
研
究
会
、
一
九
七
三
年
）。

黒
田
基
樹
①
「
江
戸
城
主
遠
山
氏
に
関
す
る
考
察
」（
同
『
戦
国
大
名
北
条
氏

の
領
国
支
配
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）、
②
「
江
戸

遠
山
氏
の
族
縁
関
係
に
つ
い
て
」（
同
『
戦
国
大
名
領
国
の
支
配
構
造
』
岩
田

書
院
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）。
所
理
喜
夫
「
戦
国
期
江
戸
地
域

社
会
の
史
的
展
開
」（
同
『
徳
川
権
力
と
中
近
世
の
地
域
社
会
』
岩
田
書
院
、

二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）。

（
５５
）
黒
田
、
注
（
５４
）
①
論
文
。

（
５６
）
河
内
将
芳
「
中
世
京
都
「
七
口
」
考
」（
同
『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。『
今
村
家
文
書
史
料
集
』
上
・
下
（
今
村
家
文

書
研
究
会
編
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

（
５７
）
馬
部
隆
弘
「
細
川
京
兆
家
の
内
訌
と
京
郊
の
土
豪
」（
同
『
戦
国
期
細
川
権
力

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
。
初
出
二
〇
一
七
年
）。
従
来
、
今
村

慶
満
は
三
好
長
慶
の
被
官
人
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
今
谷
明
氏
は
、
慶
満
を

三
好
「
長
慶
被
官
中
最
重
要
な
人
物
」
で
長
慶
の
「
山
城
郡
代
的
存
在
」
と

し
た
（
今
谷
①
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、

四
七
〇
頁
。
②
『
戦
国
期
の
室
町
幕
府
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
、
二
一

九
頁
）。
そ
の
他
、
長
江
正
一
『
三
好
長
慶
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八

年
）。
天
野
忠
幸
『
増
補
版
戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』（
清
文
堂
、
二
〇
一

五
年
）。

（
５８
）
馬
部
、
注
（
５７
）
論
文
。

（
５９
）
年
未
詳
二
月
十
七
日
付
今
村
長
頼
書
状
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ヲ
函
、
一
五

八
）。
年
未
詳
十
二
月
二
十
一
日
付
伊
藤
定
清
書
状
（「
同
」
ヲ
函
、
一
五

八
）。

（
６０
）
文
亀
三
年
六
月
十
九
日
付
山
城
国
上
久
世
庄
公
文
寒
川
家
光
書
状
（「
東
寺
百

合
文
書
」
ヲ
函
、
一
二
八
）
他
。

（
６１
）
小
谷
利
明
『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三

年
）
第
五
章
「
守
護
権
力
と
宗
教
勢
力
」。
天
野
忠
幸
「
飯
盛
城
主
と
下
剋

上
」（『
飯
盛
城
跡
総
合
調
査
報
告
書
』
大
東
市
教
育
委
員
会
・
四
條
畷
市
教

育
委
員
会
編
・
刊
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
６２
）
弓
倉
弘
年
「
天
文
期
の
政
長
流
畠
山
氏
」（
同
『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の

研
究
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
６３
）（
６４
）
以
上
、
弓
倉
弘
年
「
戦
国
期
河
内
国
守
護
家
と
守
護
代
家
の
確
執
」

（『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』。
初
出
一
九
九
三
年
）。
小
谷
利
明

「
守
護
権
力
と
宗
教
権
力
」（『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』。
初
出
一
九

九
四
年
）。

（
６５
）（
６６
）
小
谷
、
注
（
６１
）
著
書
、
一
五
二
・
二
七
五
頁
。

（
６７
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
改
訂
版
、
七
五
号
。

戦国期近江多賀社の勧進と奉加者 （１３０）
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（
６８
）
村
井
祐
樹
『
六
角
定
頼
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
）。

（
６９
）
廣
田
浩
治
①
「
中
世
中
後
期
の
和
泉
国
大
津
・
府
中
地
域
」（『
市
大
日
本
史
』

八
、
大
阪
市
立
大
学
日
本
史
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
②
「
松
浦
周
防
守
盛
の

発
見
」（『
泉
佐
野
の
歴
史
と
今
を
知
る
会
会
報
』
二
六
六
、
二
〇
一
〇
年
）。

山
中
吾
郎
①
「
和
泉
国
松
浦
氏
小
考
」（
小
山
靖
憲
編
『
戦
国
期
畿
内
の
政
治

社
会
構
造
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
②
「
戦
国
期
和
泉
の
地
域
権
力
と

岸
和
田
城
」（
大
澤
研
一
・
仁
木
宏
編
『
岸
和
田
古
城
か
ら
城
下
町
へ
』
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。
天
野
忠
幸
「
三
好
氏
の
広
域
支
配
と
和
泉
」（『
増
補

版
戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』、
初
出
二
〇
〇
六
年
）。

（
７０
）
木
村
光
伸
「
梵
鐘
奉
納
と
武
将
た
ち
」（『
多
賀
信
仰
』
多
賀
大
社
社
務
所
、

一
九
八
六
年
）。

（
７１
）
竹
生
島
宝
厳
寺
文
書
（『
出
雲
尼
子
史
料
集
』
上
、
三
九
二
号
）。

（
７２
）
『
大
原
郡
誌
』（
野
津
左
馬
助
編
、
島
根
県
大
原
郡
教
育
委
員
会
、
一
九
三
六

年
）
三
〇
六
頁
。

（
７３
）
以
上
、『
島
根
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）
仁
多
郡
の
項
。
長
谷

川
博
史
『
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
一

章
。

（
７４
）
『
中
世
山
陰
地
域
を
中
心
と
す
る
棟
札
の
研
究
』
収
載
「
宝
物
古
器
物
古
文
書

目
録
」
中
村
八
幡
宮
棟
札
写
（
三
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
為
清
は
天
文
十
一
年

時
「
三
沢
才
童
子
丸
」、
永
禄
三
年
時
「
三
沢
左
京
亮
為
清
」
と
で
る
。
三
沢

氏
に
つ
い
て
は
、
高
橋
一
郎
「
奥
出
雲
の
新
補
地
頭
三
沢
氏
」（『
山
陰
史
談
』

一
四
・
二
〇
、
一
九
七
八
・
一
九
八
四
年
）、
長
谷
川
博
史
「
出
雲
国
三
沢
氏

の
権
力
編
成
と
そ
の
基
盤
」（『
山
陰
史
談
』
二
六
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
７５
）
「
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
在
陣
衆
着
到
」（
群

書
類
従
所
収
、
成
立
は
一
四
八
七
年
一
月
〜
一
四
八
九
年
三
月
）
の
「
一
番

衆
」
に
「
雲
州

佐
々
木
吉
田
右
京
亮
」
と
あ
る
。

（
７６
）
注
（
７１
）
に
同
じ
。

（
７７
）
『
島
根
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）
吉
田
庄
の
項
。
戦
国
期
の
吉

田
氏
所
領
は
『
記
録
御
用
所
本
古
文
書
』（
上
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇

年
）
六
九
三
〜
六
九
五
号
を
参
照
。

（
７８
）
成
就
院
文
書
（『
出
雲
尼
子
史
料
集
』
上
、
広
瀬
町
、
二
〇
〇
三
年
、
八
一

号
）。

（
７９
）
注
（
７１
）
に
同
じ
。

（
８０
）
清
安
寺
文
書
（『
島
根
県
史
』
第
六
巻
、
島
根
県
、
一
九
二
八
年
。
一
九
七
二

年
復
刻
版
、
六
〇
五
〜
六
〇
九
頁
）。

（
８１
）
軍
記
物
で
は
あ
る
が
、『
雲
陽
軍
実
記
』
に
は
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
七
月

以
降
、
尼
子
氏
再
興
軍
の
一
人
と
し
て
「
隠
岐
守
為
清
」
が
登
場
す
る
（
勝

田
勝
年
校
注
『
尼
子
毛
利
合
戦
雲
陽
軍
実
記
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
八

年
、
一
三
四
頁
）。
為
清
は
豊
清
の
跡
を
継
い
だ
人
物
と
さ
れ
る
。

（
８２
）
長
谷
川
博
史
『
中
世
山
陰
地
域
を
中
心
と
す
る
棟
札
の
研
究
』（
二
〇
一
二
〜

二
〇
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
一
五
年
）
一
二
〇
頁
。

（
８３
）
『
島
根
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）
大
東
町
・
大
東
庄
・
大
東
下

分
村
の
項
。

（
８４
）
祐
川
、
注
（
１
）
論
文
。

（
８５
）
享
保
十
六
年
九
月
付
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院
由
緒
（『
多
賀
大
社
叢
書
』

記
録
篇
三
、
多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
七
九
年
）。

（
８６
）
勝
田
至
「
石
仏
谷
墓
跡
と
戦
国
期
の
敏
満
寺
」（『
敏
満
寺
は
中
世
都
市
か
』

多
賀
町
教
育
委
員
会
編
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
刊
、
二
〇
〇
六
年
）。
勝
田
氏

は
、
永
禄
五
年
の
浅
井
長
政
の
焼
き
討
ち
を
規
模
が
小
さ
か
っ
た
と
指
摘
す

る
。

〔
付
記
〕

梵
鐘
銘
文
調
査
で
は
多
賀
大
社
宮
司
片
岡
秀
和
様
、
権
禰
宜
龍
見
將
弘
様
、
古
文

書
調
査
で
は
専
行
寺
住
職
馬
場
了
祐
様
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

す
る
。

西 島 太 郎
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（１３１）


